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＜調査の概要＞ 
 
１．調査の目的 

ＰＦＩ法の制定（平成 11 年 7 月）以降５年目を迎え、また、ＰＦＩ事業の実施に関する基本
方針の策定（平成 12 年 3 月）以降、５つのガイドラインも整備され、推進のための資料等も
整い、国及び地方自治体をあわせて、現在までに既に１３０を超えるＰＦＩ事業の実施方針が
公表されている。このため、地方自治体におけるＰＦＩ事業の検討の状況、現状での課題等を
整理し、地方自治体におけるＰＦＩ事業の推進に資するため、全国の地方自治体ＰＦＩ事業担
当者に対してアンケート調査を平成１３年度に引き続き実施した。 
 
２．調査の概要 
（１）調査の対象  全国 3,246 自治体 
（２）調査の方法  郵送によるアンケート調査（自記入式質問紙法） 
（３）調査期間   ①調査票の発送        平成 16 年 2 月 2 日 
      ②調査票の回収締切      平成 16 年 2 月 10 日 
（４）調査票の有効回収票数 2,121 票（有効回収率 65.3%） 
（５）調査項目 

１）回答者等について（地方公共団体名、回答者の所属部署と氏名、電話番号、FAX 番号、e-mail アドレス ） 
２）地方自治体の人口等について（平成 15 年 12 月末現在の人口、自治体の種類） 
３）質問事項 

①自治体におけるＰＦＩに係る体制について 
②検討している事業の概要、今後ＰＦＩを導入したいと考えている分野 
③ＰＦＩの導入にあたっての課題について    等 

（６）結果のとりまとめ 
   アンケート調査結果は、 
      Ⅰ．自治体担当者のＰＦＩの認識について 
      Ⅱ．具体的にＰＦＩを検討している事業の概要 
  に分け、とりまとめた。 
（７）地域区分 

集計における圏域区分、地域ブロック区分は以下のとおりである。 
（大都市圏） 

東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 
名古屋圏（岐阜県、愛知県、三重県） 
関西圏（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県） 

（地方圏） 
北海道地域ブロック（北海道） 
東北地域ブロック（青森県、岩手県、宮城県、山形県、秋田県、福島県、新潟県） 
関東地域ブロック（茨城県、群馬県、栃木県、山梨県） 
中部地域ブロック（長野県、静岡県、石川県、福井県、富山県） 
近畿地域ブロック（滋賀県、和歌山県） 
中国地域ブロック（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） 
四国地域ブロック（徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 
九州地域ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 
沖縄地域ブロック（沖縄県） 
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Ⅰ．自治体のＰＦＩの認識について 
 
   回答の寄せられた 2,121 自治体について、認識等を整理。 

 

１．自治体におけるＰＦＩの推進体制と導入の可能性 

(ア) 自治体におけるＰＦＩの推進体制 

～ＰＦＩの推進体制を整備している自治体は全体の 22%～ 

現在までに、ＰＦＩに関して何らかの体制整備を行った自治体は全体の 22%であり、前

回（15％）より増加した。また、「特に体制をとるには至らない」と回答した自治体の割合

も 79％から 73％に減少した（図表１）。 

なお、ＰＦＩの体制整備の内訳については、「担当部署を設けている」（17%）、「職員に

よる研究会等の立上げ」（4％）「ＰＦＩに関する指針を策定済み」（4％）の順に多かった。 

何らかの体制をとってある自治体の割合は、人口規模別にみると、人口 30 万人以上では

79％、人口５万人未満 14％であり、人口規模が大きい自治体ほど、ＰＦＩの推進体制の整

備が進んでいる（図表２）。 

図表１ 自治体におけるＰＦＩに係る体制について

 

（注）「何らかの体制をとっている」とは、「担当部署を設けている」「職員による研究会等立上げ」「有

識者等の研究会等立上げ」「PFI に関する指針策定中」「PFI に関する指針策定済み」の 

いずれかに○印をつけた自治体をさす。 
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何らかの体制をとってある　　　　　　　　　　　　　　　　(N = 458)

　　担当部署を設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(N = 365)

　　民間事業者からの発案に対応する体制を整備　　(N = 36)

　　行政部内に横断的な協議組織を設置　　　　　　 　(N = 56)

　　職員による研究会等を立ち上げ　　　　　　　　　　　(N = 94)

　　有識者等からなる研究会等を立ち上げ　　　　　　　(N = 7)

　　ＰＦＩに関する指針を策定中　　　　　　　　　　　　　　(N = 25)

　　ＰＦＩに関する指針を策定済み　　　　　　　　　　　　　(N = 84)

体制をとるには至らない　　　　　　　　　　　　　　　　(N = 1,546)

特に関心はない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(N = 123)

無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(N = 5)

図表６－１　自治体におけるＰＦＩに関わる体制について

N   = 2,121
MT = 2,341
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図表２ 自治体におけるＰＦＩに係る体制（人口規模別） 
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（２）ＰＦＩ事業導入の意向 

１） 総括 

ＰＦＩに対し、何らかの導入の意向を示した自治体（「検討中あるいは既に導入」、「検討

は行ったが、当面ＰＦＩ手法を活用しない」並びに、「今後前向きに検討したい」とした自

治体）は、併せて 29％あり、前回の 26％に比べ若干増加した。「しばらく様子を見たい」

と回答した自治体は、前回の 74％からは若干減少したが、相変わらず７割を超える自治体

が「しばらく様子を見たい」としていることがわかった（図表３）。 

なお今回の調査で、前回になかった選択肢「検討は行ったが、当面ＰＦＩ手法を活用し
ない」を設けたが、約４％あった。 

２）人口規模別等 

人口規模別では、人口規模が大きい自治体ほどＰＦＩ導入の意向が強く（図表４，５）、

引き続き大都市や人口規模が大きい自治体を中心にＰＦＩの導入が進むと考えられる。 

何らかの導入の意向を示した自治体＊は、いずれの人口規模区分共に増加していた。 

ア．導入に向けて既に検討中或いはＰＦＩ既に導入事例がある自治体 

大都市圏では 14%、地方圏では 5%である。大都市圏、地方圏とも人口規模が大きい自

治体ほど導入済みの自治体の割合が高く、人口 30 万人以上では 59％、41%となっている。 

前回との比較では、大都市圏では 7％から 14％と 7 ポイント増加している。特に、人口

規模別には人口 30 万人以上の自治体が 37％から 59％に 22 ポイント、人口 10 万以上で

11％から 20％に９ポイント増加している。 

地方圏においても、人口１０万人以上の自治体で 12％から 20％に８ポイント増加、全

体では 3％から 5％と 2 ポイント増加している。 

イ．検討は行ったが、当面ＰＦＩ手法を活用しない 

大都市圏では 4%、地方圏でも 4%である。人口 5～10 万人が大都市圏、地方圏とも最も

高く、それぞれ 11％、９％となっている。なお、地方圏の人口 10 万人以上では回答がな

かった。 

ウ．今後前向きに検討したい自治体 

大都市圏では 18%、地方圏では 19%。人口規模別には、大都市圏、地方圏とも、人口

10～30 万人が最も高く、それぞれ 35%、46％となっている。 

エ．しばらく様子をみたい自治体 

大都市圏が 63%、地方圏が 73%。大都市圏、地方圏とも、人口規模が小さい自治体ほど

しばらく様子をみたいとする自治体が多く、人口 5 万人未満の自治体では 78%、77%とな

っている。 

   



5 

6.7 18.5

21.6

70.3

74.2

4.0

3.9

0.2

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15年度

13年度

全
体

割合（％）

検討中、既に
導入
検討したが当
面活用せず
今後前向きに
検討
しばらく様子を
見たい
無回答

13.8

6.5

58.8

37.0

20.0

11.1

10.5

5.3

4.7

10.5

17.9

24.7

17.6

37.0

35.0

42.2

25.0

35.1

11.7

17.1

63.3

68.4

19.6

24.1

43.8

45.6

53.9

59.6

78.3

80.8
1.9

5.3 4.3

1.3

3.9

0.2

0.3

1.1

1.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

計
30

万
≦

10
万

≦
５

万
≦

５
万

＞

大
都

市
圏

検討中、既に
導入

検討したが当
面活用せず

今後前向きに
検討

しばらく様子
を見たい

無回答

41.0

39.7

20.0

11.6

8.2

6.7

7.1

9.1

18.7

20.6

35.7

46.6

45.5

52.2

20.9

33.3

16.8

17.7

72.6

76.2

16.1

13.8

32.7

36.2

61.8

60.0

77.2

80.7
1.5

2.2

3.2

4.5

3.2

3.6

0.1

0.6

1.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

15年度

13年度

計
30

万
≦

10
万

≦
５

万
≦

５
万

＞

地
方

圏

検討中、既に
導入

検討したが当
面活用せず

今後前向きに
検討

しばらく様子
を見たい

無回答

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表５ ＰＦＩの導入可能性について（地方圏人口規模別） 

図表３ ＰＦＩの導入可能性について（全体） 

図表４ ＰＦＩの導入可能性について（大都市圏人口規模別） 
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２．ＰＦＩを導入したいと考えている施設 

問６（ＰＦＩの導入可能性）において．「３．今後前向きに考えたい」と回答した 393 団

体について、「１．道路」から「24．その他」まで 24 種類の公共施設等に関する意向を確認

した。 

最も多くＰＦＩを導入したいと考えている分野は、「文教・文化関係」（43%）、以下、「観

光関係」（34%）、「公営住宅関係」(33%)、「社会福祉関係」（31%）、「廃棄物処理」(25%)が続

く。（図表６）逆に、ＰＦＩを導入したいと考えている割合が少ない分野は、「空港関係」「警

察関係」「河川関係」「海岸保全・港湾関係」「更生保護関係」「宿舎関係」などである。 

なお、延べ回答数は 1,321 件であり､今後ＰＦＩを導入したい分野数は 1 団体あたり平均約

3 分野を回答したことになる。なお、この設問は、前回は全ての自治体（2,678 件）を対象と

したが、今回は問６「３．今後前向きに考えたい」と回答した自治体（393 団体）の回答で

あり、留意が必要。          図表６ ＰＦＩ導入を考える施設等  

前回との比較では、          

前回同様に｢文教・文

化関係｣（43％）が１

位であり、｢観光関係｣

（前回 4 位）、｢公営住

宅関係（同 2 位）、｢社

会福祉関係｣（同 3 位）、

｢廃棄物処理｣（同 6

位）、｢事務庁舎関係｣

（同 5 位）が続き、上

位を締める分野はほ

ぼ変わらない。 

前回との差では、

｢観光関係｣と｢下水関

係｣が（6％増）、以下

｢医療関係｣｢公営住宅

関係｣｢情報通信関係｣

（各 4％増）となって

いる。特に際立って増

加した分野はなく、全

体的（17 分野のうち

13 分野）に導入した

いとする自治体の割

合が高まっている。

（図表省略） 
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7.9
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16.5
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19.6

24.7

30.8

32.8

34.1

43.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

２５．無回答　　　　　　　(N =   8)

２４．その他　　　　　　　(N =  38)

　２．空港関係　　　　　　(N =   0)

２０．警察関係　　　　　　(N =   1)

　５．河川関係　　　　　　(N =   5)

　４．海岸保全・港湾関係　(N =   6)

１４．更生保護関係　　　　(N =  14)

２２．宿舎関係　　　　　　(N =  14)

　７．防災施設　　　　　　(N =  18)

　１．道路関係　　　　　　(N =  21)

　８．上水道関係　　　　　(N =  31)

　３．公共交通関係　　　　(N =  42)

　６．公園関係　　　　　　(N =  45)

　９．下水道関係　　　　　(N =  48)

１２．保健衛生関係　　　　(N =  51)

１７．農業振興関係　　　　(N =  54)

２３．情報通信関係　　　　(N =  62)

１１．医療関係　　　　　　(N =  65)

１８．産業振興関係　　　　(N =  71)

２１．事務庁舎関係　　　　(N =  77)

１０．廃棄物処理　　　　　(N =  97)

１３．社会福祉関係　　　　(N = 121)

１６．公営住宅関係　　　　(N = 129)

１９．観光関係　　　　　　(N = 134)

１５．文教・文化関係　　　(N = 169)

（単位：％）

N  =  393
MT=1,321
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３．導入を見合わせている自治体等について、その理由 

アンケート調査の問６（ＰＦＩの導入可能性）において．「２．検討は行ったが、当面ＰＦ

Ｉ手法を活用しない」もしくは｢しばらく様子をみたい｣と回答した 1,574 自治体について、

ＰＦＩを導入（検討）しない理由を整理した。 

ＰＦＩを導入（検討）しない理由について、最も回答数が多いものは「市町村合併を控え

個別事業の検討に至らない」（785 団体、50％）となっており、｢ＰＦＩの対象となる規模の

施設整備等がない」（683 団体、43％）、｢課題があるため｣（584 団体、36％）、｢財政上の問

題｣（284 団体、18％）、｢地域振興に向かないため｣（44 団体、3％）の順になっている。（図

表７） 

質問の延べ回答数は 2,438項目であり、一自治体あたり平均 1.5項目の理由を挙げている。 

 

    図表７  「当面活用しない」もしくは「しばらく様子を見る」とした理由 
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その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (N =  67)

無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(N =  11)
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４．ＰＦＩ導入にあたっての課題 

同じく、アンケート調査の問６（ＰＦＩの導入可能性）において．「２．検討は行ったが、

当面ＰＦＩ手法を活用しない」もしくは｢しばらく様子をみたい｣と回答した 1,574 自治体に

ついてＰＦＩ事業を導入するにあたっての課題について尋ねた。その結果、「ＰＦＩに対する

行政側の認識の不足」（889 団体、57％）が最も割合が多く、以下、「行政内の推進体制・環

境の未整備」（776 団体、49％）、「周辺地域に民間事業者がいない」（437 団体、28％）、民間

事業者の選定の難しさ」（435 団体、28％）、「住民の理解の不足」(377 団体、24％)、「民間

事業者の認識の不足」（355 団体、23％）などが続いている（図表８）。 

前回との比較では、「ＰＦＩに対する行政側の認識の不足」(13 年度 72％→57％）、「行政

内の推進体制・環境の未整備」(同 61％→49％)などほとんどの項目で減少しており、各課題

が徐々に解消されつつあり、課題を抱える自治体の割合が減少しつつあることが推察された。 

なお、体制整備の進んでいる人口 30 万人以上の自治体においては、「補助金に係る課題」、

「従来より手続に時間が必要」、「契約書の作成の難しさ」、「公的施設管理等の規制制限」、「税

制上の課題」など、具体的な事項に関係する課題の指摘が多かった（図表は割愛）。 

               図表８ ＰＦＩを導入する際の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.3

1.8

0.3

1.0

1.3

3.6

4.1

10.4

12.3

12.8

13.3

14.5

14.8

17.2

17.5

22.6

24.0

27.6

27.8

49.3

56.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

N  =1,574
MT=5,474

（単位：％）

ＰＦＩの行政側の認識の不足　　　　　　　(N=889)

行政内の推進体制・環境の未整備　　 (N=776)

周辺地域に民間事業者がいない　 　　(N=437)

民間事業者の選定の難しさ　　　　　　　(N=435)

ＰＦＩの住民の理解の不足　　　　　　 　　(N=377)

ＰＦＩの民間事業者の認識の不足　　　　(N=355)

民間事業者の倒産等の措置　　 　　　　(N=275)

公共サービスの水準の維持不安　　　　(N=270)

周辺地域にアドバイザーがいない　　　(N=233)

公募条件設定の難しさ　　　　　　　　　　(N=228)

契約書の作成の難しさ　　　　　　　　　　(N=210)

手続に時間がかかる　　　　　　　　　　　(N=202)

行政内部の理解　　　　　　　　　　　　　　(N=194)

予算措置等が新たに必要　　    　　　　(N=164)

民間サービス後の既存公務員の処遇　(N= 64)

融資が受けられるかどうか不安　　　　　(N= 56)

補助金に係る課題　　　　　　　　　　　　　(N= 20)

税制上の課題　　　　　　　　　　　　　　　　(N= 15)

公的施設の管理等に係る規制等　　 　　(N=  4)

その他　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　(N= 29)

無回答　　　　　　　　　　　　　      　　　　(N=241)
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５．導入を検討した後に認識された課題（新規質問項目） 

アンケート調査の問６（ＰＦＩの導入可能性）において．「１．検討中あるいは既に導入」

と回答した 143 自治体についてＰＦＩ導入（検討）後の課題となっている点を聞いたところ、

最も回答数が多い課題は、「行政側の体制の充実」（79 団体、55%）である。以下、「官民の

リスク分担」（73 団体、51%）、「ＶＦＭの算定方法」（59 団体、41%）、「地元事業者等のＰ

ＦＩに関する理解」（56 団体、39%）、「モニタリング」（51 団体、36%）、「補助金による課

題」（50 団体、35%）などの順になっている。（図表９） 

これら以外で主な項目は、｢契約書の作成｣「性能発注など公募条件設定」「アドバイザーの

質」｢税制上の課題｣「事業者選定手法」「議会への説明」が続いている。 

なお、質問に対する延べ回答数は 743 課題であり、一自治体あたり平均 5.2 項目(743/143)

の課題を指摘したことになる。 

    図表９ 導入検討後に認識された課題（回答数１４３自治体） 
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9.1

10.5

12.6

12.6

23.1

28.0

28.7

28.7

30.8

33.6

33.6

35.0

35.7

39.2

41.3

51.0

55.2

0% 20% 40% 60%

N  =143
MT=743

（単位：％）

行政側の推進体制の充実　　　　　　　　　　(N =  79)

官民のリスク分担　　　　　　　　　　　　　　　(N =  73)

ＶＦＭの算定方法　　　　     　　　　　　　 　(N =  59)

地元事業者等のＰＦＩに関する理解　　　　 (N =  56)

モニタリング　　　　　　　　　　 　　　　　　　　(N =  51)

補助金による課題　　　　　　　　　　　　　　　(N =  50)

契約書の作成　　 　　　　　　 　　　　　　　　(N =  48)

性能発注など公募条件設定　　　　 　　　　(N =  48)

アドバイザーの質　　　　　　　　　　　　　　　(N =  44)

税制上の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　(N =  41)

事業者選定手法　 　　　　　　　　　　　　　　(N =  41)

議会への説明　　　　　　　　　　　　　　　　　(N =  40)

民間で代替する際の既存公務員の処遇　(N =  33)

公的施設の管理等に係る規約、制限　　　(N =  18)

選定委員会の運営     　 　　　　　　　　　　(N =  18)

直接協定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(N =  15)

その他　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　(N =  16)

無回答　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　(N =  13)
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６．不導入に至った理由（新規質問項目） 

アンケート調査の問６（ＰＦＩの導入可能性）において．「１．検討中あるいは既に導入」

と回答した 143 自治体の、｢１．道路関係｣～｢23.情報通信関係｣の合計 23 の事業項目につい

て、「Ａ．ＶＦＭがでなかったから」～「Ｄ．議会の同意が得られなかったから」の回答があ

った事案を導入しなかった施設とし、23 種類の事業分類ごとに整理した。 

対象となった 143 自治体で、導入しなかった施設数は、延べ 37 施設であった。 

施設毎に見ると、最も導入しなかった事案の件数が多いのは、「文教、文化関係」（12 事業、

8％）である。以下、「保健衛生関係」（６事業、4%）、「社会福祉関係」(３事業、2%)の順に

なっている（図表 10）。 

その中で不導入の理由を見ていくと、｢Ａ．ＶＦＭがでなかったから｣が延べ 20 事業あり、

最も多かった。 

          図表 10 検討したが導入しなかった施設とその理由 

      

件 件 件 件 件
文教、文化関係 12 7 2 2 1
保健衛生関係 6 3 1 1 1
社会福祉関係 3 1 0 2
公園関係 2 1 1
廃棄物処理関係 2 2
公営住宅関係 2 2
宿舎関係 2 0 2
道路関係 1 1
公共交通関係 1 1
海岸保全・港湾関係 1 1
下水道関係 1 1
農業振興関係 1 1
警察関係 1 1
事務庁舎関係 1 1
情報通信関係 1 1
空港関係 0
河川関係 0
防災関係 0
上水道関係 0
医療関係 0
更生保護関係 0
産業振興関係 0
観光関係 0

計 37 20 6 9 2
※対象自治体数１４３

事業期
間が確
保できな
かったか

議会の
同意が
得られな
かった

施設・事業名
不導入
計

VFM
がでな
かった

財政
上の
問題
から
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７．ＰＦＩ推進のための国の施策に対する要望 

（１）国への要望事項 

  国に対する具体的要望（記入式自由回答）について、延べ６０６件のご意見を頂いた。 

要望を項目別に分類したうち多いものをあげると、次の通り。 

1. 普及促進策に関する要望（１２４件） 

１） 先進、推奨事例等の紹介（うち４９件） 

２） ＰＲ，説明会等の開催（〃２１件） 

３） 一般的なマニュアル類の整備（〃１５件） 

４） 地元企業、中小企業の参加促進策（〃６件） 

2. 国の補助金等に関する事項（３７件） 

3. 税の関係（２３件） 

4. ＶＦＭの算出等（１３件） 

5. その他（実施までの期間の長期化、指定管理者制度、より簡易な官民連携手

法、他多種多様）（６１件） 

個別の意見については、参考資料１を参照。 

 

（２）内閣府の普及広報活動等について 

ＰＦＩに関する内閣府その他国の機関における普及広報活動等に関する要望として、延

べ５８９件の要望があった。これを類別すると、次の通り。 

① 「初級者向けセミナー」開催（２９４件） 

② 先進事例紹介（１８２件） 

③ 事業・施策分野別研究会の開催（６７件） 

④ ５つのガイドラインに関する説明会（３９件） 

⑤ 課題・問題点の整理、説明等（７件） 

個別の要望については、参考資料２を参照 

 

（３）内閣府ＰＦＩホームページについて 

内閣府のＰＦＩホームページ（http://www8.cao.go.jp/pfi/）について、認識している

自治体の割合は 42%（前回 40％）で、微増していた。 

ホームページの内容面での希望については、「個別の事業に関する詳細な内容・具体的事

例の紹介」16 件、「その他の掲載内容の充実」16 件、「ホームページのレイアウト、使い

勝手」10 件、「各省の補助金その他の情報の更新等」７件、「Ｑ＆Ａコーナーや相談窓口の

設定」７件の順に多かった。 

個別の意見については、参考資料３を参照。適宜これらの意見を参考とし、内閣府ホー

ムページの充実を図っていきたい。なお、個別の事業に関する実施方針以降の各管理者等

がホームページ上で公開している資料は、掲載の重複及び内閣府のホームページ掲載容量

等の制約もあり、各管理者等のホームページアドレスを各団体の許可を得て、リンク先と

して示すことで対応したい。 
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Ⅱ．具体的に検討されているＰＦＩ事業の概要 
ＰＦＩの導入を検討している自治体のうち、事業概要を具体的に記述した自治体 80 団体

（うち複数の施設を検討している自治体 14）、具体的な内容を確認できた事業 101 事業を対

象に事業の特徴等について整理した。 

１．検討を進めている自治体の地域と人口 

検討を進めている自治体の地域別内訳は、大都市圏が（44 団体、55％）で地方圏が（36

団体、45％）である（図表 11）。 

大都市圏では東京圏が（21 団体、26％）で最も多い。地方圏では中国（11 団体、14％）、

東北（7 団体、９％）などで多い。 

人口規模別には、人口 30 万人以上が（28 団体、35％）、人口 10 万人以上 30 万人未満（20

団体、25％）と、引き続き人口規模の比較的大きな自治体で相対的に数多くのＰＦＩ事業が

検討されている。なお、5 万人未満の自治体は（24 団体、30％）である。（図表 12） 

図表 11 ＰＦＩ事業を検討している自治体の地域ブロック別分布 

平成 15 年度 平成 13 年度 
地域ブロック 

  自治体数 割合   自治体数 割合 

東京圏 44 団体 21 26.3% 23 団体 12 19.7% 

名古屋圏 (55%) 12 15.0% (38%) 7 11.5% 大都市圏 

関西圏   11 13.8%   4 6.6% 

北海道   3 3.8%   5 8.2% 

東北   7 8.8%   16 26.2% 

関東   2 2.5%   2 3.3% 

中部   6 7.5%   4 6.6% 

近畿 36 団体 0 0.0% 38 団体 0 0.0% 

中国 (45%) 11 13.8% (62%) 6 9.8% 

四国   2 2.5%   1 1.6% 

九州   5 6.3%   4 6.6% 

地方圏 

沖縄   0 0.0%   0 0.0% 

合計   80 100.0%   61 100.0% 

        図表 12  ＰＦＩ事業を検討している自治体の人口規模 

平成 15 年度   平成 13 年度   
       人口規模 

  自治体数 割合   自治体数 割合 

人口 30 万人以上   28 35.0%   24 39.3% 

人口 10 万人以上   20 25.0%   11 18.0% 

人口５万人以上   8 10.0%   7 11.5% 

人口５万人未満   24 30.0%   19 31.1% 

合計   80 100.0%   61 100.0% 
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２．検討されているＰＦＩ事業の施設 

検討されている 101 事業について施設の種類をみると「文教・文化施設（学校、給食セン

ター、体育館、プール等）」（３３施設、33％）が最も多い。以下、「廃棄物処理施設」（８施

設、8%）、「観光施設」（７施設、7%）、「公営住宅」（７施設、7%）の順に多い。（図表 13） 

なお前回との比較では、前回同様に「文教・文化施設」が最も多かった。また、いわゆる

箱ものといわれる「庁舎」が減少している。逆に｢廃棄物処理｣、「医療」「保健衛生」など、

運営業務の比重の高い事業を検討する割合が高まっている。その他に分類した複合施設が今

回８施設検討されていた。「港湾」「公園」事業は今回は無かった。 

図表 13 検討されているＰＦＩ事業の施設種類
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  なお、前回及び今回の調査で検討されているＰＦＩ事業の数を各年度末における実施方針

公表済みのＰＦＩ事業件数と並べると図表 14 のようになる。 

図表１４ ＰＦＩ事業案件数の推移
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３．実施方針公表予定時期 

検討されているＰＦＩ事業の実施方針検討時期については、「平成１６年度」の自治体が

24％（24 件）、「平成 17 年度」が８％（8 件）、「無回答、不明」が 68％（69 件）を占めてい

た（図表 15）。 

図表 15 検討されているＰＦＩ事業の実施方針公共予定時期 
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４．事業方式と事業類型 

事業内容が明らかな１０１事業の中で、事業方式については、「ＢＴＯ」方式が 44％、「Ｂ

ＯＴ」方式が８％、「ＢＯＯ」方式が１％、無回答が３９％となっている（図表 16）。 

前回と比較すると、「ＢＴＯ」が 18％から 26 ポイント増加し、割合が高まっている。 

図表 16 検討されているＰＦＩ事業の事業方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、事業類型については、「サービス購入型」が最も多く全体の 55％、「独立採算型」が

６％、「ジョイントベンチャー型」が４％、無回答 35％となっている（図表 17）。 

前回と比較すると、「サービス購入型」が 27％から 28 ポイント増加し、割合が高まってい

る。 

図表 17 検討されているＰＦＩ事業の事業類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.6

8.9

1.0

7.9

43.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答　　　(N = 39)

その他　　　(N =  9)

ＢＯＯ　　　(N =  1)

ＢＯＴ　　　(N =  8)

ＢＴＯ　　　(N = 44)

（単位：％）

N = 101

34.7

4.0

5.9

55.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答　　　　　　 　　(N = 35)

ジョイントベンチャー型　(N = 4)

独立採算型　　　　　　　(N = 6)

サービス購入型　 　　　(N = 56)
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５．事業費 

記入があった自治体について事業費の分布をみると「10 億円以上 100 億円未満」が 20％、

「１億円以上 10 億円未満」が９％、「１００億円以上１０００億円未満」が４％である（図

表 18）。 

また、事業費の記入があった 35 事業について平均事業費を算出すると 54 億円（前回 22

億円）であり、検討中の事業の規模（事業費）も大きくなる傾向にあることが伺えた。 

図表 18 検討されているＰＦＩ事業の事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．検討状況と公表時期 

検討状況別に見ると、「実施方針を公表予定」が 19％、「ＰＦＩ導入を前提として民間調

査機関に調査を委託中」が 21％、「ＰＦＩ導入を前提として行政内部で検討中」が 15％、

「ＰＦＩ事業を視野に入れて検討中」が 28%となっている（図表 19）。 

なお、「実施方針を公表予定」の事業について、具体的な公表時期をみると、１７事業（約

９割）が平成 16 年度となっている。 

図表 19 検討されているＰＦＩ事業の検討状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65.3

4.0

19.8

8.9

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

無回答　　　　　　　(N = 66)

１０００億円未満　　(N =  4)

１００億円未満　　　(N = 20)

１０億円未満　　　　(N =  9)

１億円未満　　　　　(N =  2)

（単位：％）

(N = 101)

17.8

27.7

14.9

20.8

18.8

0% 10% 20% 30%

無回答　　　　　　　　　(N = 18)

道入を視野に入れ検討中　(N = 28)

導入前提で検討中　　　　(N = 15)

調査委託中　　　　　　　(N = 21)

公表予定　　　　　　　　(N = 19)
(N = 101)

（単位：％）
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Ⅲ．終わりに 
 

今回の調査の結果、ＰＦＩの普及・推進の現状及び課題として以下の点が明らかとなった。 

１．自治体における認識（取り組みや課題） 

・ ＰＦＩ事業を導入するための何らかの体制を整えた自治体は、全体の 22％あり、前回

15％と比較して増加していた。特に、人口 30 万人以上の大都市で、割合が高く(79％)、

逆に人口５万人未満の小規模の都市では、少ない（14％）。 

・ 導入に向け検討中あるいは既に導入した自治体の割合は、大都市圏で 7％から 14％と 7

ポイント、とりわけ大都市圏の人口 30万人以上の自治体では 37％から 59％と 22ポイ

ント増加している。地方圏においても、人口 10 万人以上の自治体で 12％から 20％に

8 ポイント増加、全体では 3％から 5％と 2 ポイント増加している。 

・ なお、「当面導入を見合わす」並びに「しばらく導入しない」とする自治体における理

由は、①市町村合併を控え個別事業の検討に至らない、②ＰＦＩの対象となる規模の

施設整備等がない、③課題があるため の順に多かった。中でも①の理由は、当該自

治体(1574)の約半数(785)で理由の一つとして挙げられていた（複数回答可）。 

・ 行政が認識する課題として、①更なる行政内部の体制づくり、②官民のリスク分担、

③ＶＦＭの算出、④地元事業者のＰＦＩに対する理解不足 の順に多かった。 

２．検討中の事業について 

・ 現在延べ 101 施設について検討が進められ、前回調査の検討中事業数８０施設と比べ

増加している。また、１６年度に実施方針を新たに出す予定の施設も２４施設あり、

今後も着実なＰＦＩ事業件数の増加が期待される。分野別には、「教育・文化施設」が

最も多い。以下、「廃棄物処理施設」「観光施設」「公営住宅」の順に検討中の施設の数

が多かった。 

・ 検討中の事業ではいわゆる箱ものといわれる「庁舎」が減り、「廃棄物処理施設」、「医

療施設（病院）」など運営重視型の事業の数が増加している。また、検討中の事業の規

模（事業費）も大きくなる傾向にあった。 

３．その他（国への要望等） 

・ 国への要望としては、行政内部の知識ノウハウ不足を認識し、各種のセミナー、勉強

会等の機会を設けること、普及促進策に関する要望（具体的には、先進・推奨事例等

の紹介、ＰＲ・説明会等の開催、一般的なマニュアル類の整備、地元企業・中小企業

の参加促進策など）が最も多く、その他、国の補助金等に関する事項、税の関係が挙

げられていた。 

・ 内閣府等における普及広報活動等についての要望としては、①「初級者向けセミナー」

開催、②先進事例紹介、③事業・施策分野別研究会の開催、④５つのガイドラインに

関する説明会、⑤課題・問題点の整理、説明等の順に多かった。 

内閣府民間資金等活用事業推進室では、今後本調査結果をより詳細に分析し、ＰＦＩ事業

のさらなる推進に向け努力していきたいと考えている。 
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参考資料１ 
７．ＰＦＩ推進のための国の施策に対する要望 
（１）国への要望事項 

  

  留意事項：分類ごとの件数は、該当すると考えられる事項を事務局がカウントしたもの（２

つ以上の要望を含む文は、どちらかの項目に整理して記載（重複記載はしなかった））。 

 

１．普及促進策（１２４件） 

１） 自治体への支援策拡充等（２１件） 

・ 人口３万未満の小規模な町でも取り組めて、実効の上がるＰＦＩの例など 

・ ＰＦＩの有効性はわかるが、地方と大都市では状況が大きく違う。地方でも導入しやすいＰ

ＦＩの方法など、検討されたい。 

・ 具体的に事業検討しておりませんが、ＰＦＩは人口が多い地区ではメリットはあると思いま

すが、地方の田舎ではあまり効果がない気がします。 

・ 現在、全国で実施されているＰＦＩは箱物建設がほとんどですが、ソフト事業関連では効果

があまり無いのでしょうか。 

・ 小規模自治体における成功事例及び問題 

・ 自治体の規模や地形的条件によって、本事業を推進及び導入できないといった問題の解消 

・ 財政支援の拡充 

・ 市町村ではＰＦＩが今後行政運営にどう位置づけられるのかなど戸惑いを持っているのが現

状と思われるので、説明会や研修会の実施、定期的な資料の提供など、一層の普及広報活動

等をお願いしたいと思っております。 

・ ＰＦＩ事業に係る財政的な支援をお願いします。 

・ 契約時等の手続時の技術支援や財源確保等を弾力的に行なえるようにする等の支援体制の拡

充があれば良い 

・ ＰＦＩを導入検討の段階でのアドバイザーの提供 

・ ＰＦＩ導入に向けての積極的な支援を検討願いたい。 

・ 民間資金等活用事業調査費補助金の対象に政令市も含めてほしい。 

・ ＰＦＩ導入については検討すべき課題が多くあり、なかなか進めにくいのでＰＦＩ導入の検

討時にアドバイザー等の派遣をしてもらえれば 

・ ＰＦＩに関してのアドバイス、診断 

・ 特にありませんが、合併後の市町村へのケアの一還としてＰＦＩの導入も含めた指導を行っ

たらどうか！ 

・ 各団体の状況は夫々異なるので、いい意味で柔軟に対応出来るようなルールづくりや指導を

いただきたい。 

・ 本村のような小さな自治体ではＰＦＩを行うのは難しい。 

・ ＰＦＩの導入に係るアドバイザー派遣事業の充実を望みたい。 

・ 民間資金等活用事業調査費補助金の交付対象に、県を追加してほしい。 
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・ ＰＦＩの導入事例資料、特に外海（にある）離島や山間地の財政状況のぜい弱な自治体にお

ける導入事例等に関する情報。 

 

２） 地元・中小企業対策（６件） 

・ 地域完結型のＰＦＩが実施出来る枠組みを構築していただきたい。 

・ 地元企業の振興を図るための支援等 

・ 企業に対しての研修参考事例等の紹介 

・ 中小企業等の参入が現実的には難しいのではないか？ 

 

３） ＰＲ、説明会開催等（３０件） 

・ ＰＲ不足。 

・ 国からの情報が少ないように思われるが。 

・ 各個別事業に関する補助金及び交付金制度について、説明会実施などにより、情報提供を行

ってもらいたい。 

・ ＰＦＩを積極的に進めるべきだと思うので、県レベル、市町村レベルの説明会を望む。 

・ 手続きが複雑で事業が長期に亘ることから実施までは時間を要するのではないかと思われる。

色々情報の提供を頂きたい。 

・ 市町村へのＰＦＩ関連の情報発信も重要ですが、企業等の民間の理解を得る必要がある。 

・ 財政上旅費がとれず、説明会に参加することができません。県内で開催していただきたい。 

・ 地方の自治体にいるとなかなか、遠方会場の説明会には、出席しにくい。せめて、県レベル

で開催してほしい。 

・ ＰＦＩの前に「行政評価」について勉強中なので、順を追って考えたい。 

・ 庁内・議員向けに、知識普及のためのパンフレットを、内容・量とも充実して戴き、入手し

やすくして欲しい。 

・ 公共側の導入事例の蓄積を分析して戴き、その分析結果を公表して欲しい。（後発組が容易に

取り組めるようにする視点で） 

・ 各省庁の動向を適時公開補助金や制度改正の適示公開導入に至るまでの事務簡素化 

・ 啓発用映像（企画立案から事業終了まで） 

・ 昨年１１月に開催された（契約・モニタリング）説明会と講座に参加しましたが、実務に即

した内容であり、専門家のアドバイス等もあり、大変有益であった。今後とも、同様の参考

となるセミナーの継続をお願いしたい。 

・ ＰＦＩに関する他自治体のさまざまな取り組みについて、今後とも情報提供をお願いしたい。 

・ 説明会を、地方で開催してほしい。 

・ ＰＦＩがどういうものかテレビ等を利用したＰＲをされると良いと思います。 

・ 研修会の開催 

・ ＰＦＩを導入した施設の視察会の開催民間事業者からの発案の紹介 

・ 事例紹介ビデオ 

・ （１）法施行後５年を経過する中で見直される問題点と解決の方向（２）初級者セミナー（３）
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ＰＦＩ事業化が可能と思われる具体的指標（これまでの総括として） 

・ ＰＦＩに関して、もっとＰＲする必要がある。国民等に対してもそうである。ただ、説明会

をするというのではなくテレビ等でも放送する必要があるのでは。 

・ できることなら、説明会は近くで開催して欲しい 

・ 出来るだけ、各県毎に説明会を実施してほしい。 

・ 近いところ（県庁所在市）で、説明会をして欲しい。 

・ ＰＦＩに関して、関心がうすいように思います。県が主催する会議の一部で説明をする機会

がふえれば、関心が高まるように思います。 

・ 官民に対して情報量が少ない。（啓発不足）県下数分割しての説明会（セミナー）が必要 

・ 都道府県ごとの説明会を開催してほしい（県主催でもよい）〔県外だと財政上、参加しにくい〕 

 

４） 推奨事例等の紹介（４９件） 

・ 各公共施設別の細かい事例を１つずつホームページに掲載してほしい。 

・ 他団体における導入事例や効果がわかるような情報 

・ 実際にＰＦＩを導入して行った事業の具体的事例情報の提供 

・ ＰＦＩを導入している、自治体の事例を発表してほしい。 

・ ホームページやメールマガジンなどで事例情報の提供をして欲しい。 

・ 中山間地におけるＰＦＩの事例、効果について 

・ 住民に対して説明をする場合の公共施設ごとの予想されるメリットでデメリットを予想した

資料の作成 

・ 導入検討時の調査委託、アドバイザリー委託に関する情報（内容、金額、委託先等） 

・ ＰＦＩ法が施行されて、今年で５年目を迎え今後ＰＦＩ法の改正について、検討がなされる

訳でありますが、これまで実施されてきたＰＦＩ事業において、分野ごとの課題や問題点な

どを整理し、公表していただきたい。 

・ 事例のデータベース化と公開 

・ ＰＦＩ導入に関しての成功実例及び失敗実例 

・ 小規模の自治体の現状は、財政的に余裕もなく厳しい状態が続いている。この様な時代にＰ

ＦＩ事業を活用した地域振興が必要と思うが、自治体の地域性、立地条件を考えると魅力の

ある自治体は一部にすぎないのではないか。できれば小規模自治体の導入事例など、情報等

があれば知りたい。 

・ 自治体や施設の規模別の様々な事例。導入後の状況等。 

・ アドバイザーの活用方法について、（ＰＦＩ導入のノウハウ）ある事業計画案について、ＰＦ

Ｉは有効であるか、判断がつかないため。 

・ 実施事例にとどまらず事後における評価に関する情報→制度の有効性を検証できる情報 

・ 地方ではＰＦＩは進んでいないように思いますが、成功例等があれば大きくとりあげた方が

よいのでは。 

・ 勉強不足の面が多々あり、ＰＦＩに関する知識に欠けているため、具体的に行政がどのよう

に取入れて、どのように事務をしているか知りたい。 



 21 

・ 実際に運用している事例について導入までの経過のわかる事例集があると参考になる 

・ 実践例の紹介書籍 

・ 新庁舎（市役所）建設に係るＰＦＩ事例 

・ 過去にＰＦＩにより実施された公共施設等にかかる、その後の状況を知りたいと思います。 

・ 具体的な成功事例を取り上げて下さい。 

・ 活用事例に関する情報 

・ 供用施設で、現地視察し、施設を直接見学して、自治発注とＰＦＩ導入と比較して何が良か

ったか直接見聞したい（建設運営面） 

・ 運用面の評価（サービス面で変わった点や収益等）の情報が知りたい 

・ ＰＦＩ導入事業の事業成果・結果について 

・ ＰＦＩの具体的活用事例 

・ ＰＦＩ導入による財政上のメリットを、具体例を挙げて提供いただきたい。 

・ 実際に導入することで明らかとなったＰＦＩ事業の問題点や今後の課題とその対策について 

・ 地方自治体レベルで長期に渡るリスクを予測・負担するのは困難である。予見されるリスク

の一覧・その分担等に関するデータ等があれば御提供いただきたい。 

・ 馴染みの薄い手法であるので、多くの事例の紹介は必要と思う。又、失敗は、市町村の責と

なることを充分に考え、コンサルティングをすべき。 

・ 詳細な先進事例の情報が欲しい 

・ 引き続き具体的な事業の実施例を紹介してほしい。 

・ 具体的取組事例情報の充実 

・ 具体的なＰＦＩ導入事例のリストを公表してほしい 

・ 「実施自治体のその後」などを調査・掲載していただければ。 

・ 成功例の把握 

・ ＰＦＩ活用事例の紹介 

・ 成功事例、失敗事例を分析した書籍の発行。 

・ 実施された事例等の紹介 

・ 実際の取り組みの紹介 

・ ＰＦＩ導入事例を紹介したガイドブックを製作、配布してほしい 

・ わかりやすい優良事例を紹介してほしい 

・ ＰＦＩ手続に要する費用などについての情報（平均モデル） 

・ ＰＦＩ事業として成功か失敗かは、事業期間終了まで分からないと思われるが、契約締結が

なされた事業において、一般的に評価の高い事業（モデル事業）を示してもらいたい。 

・ ＰＦＩ方式による公営住宅建設に関する資料等 

・ 小規模自治体でも導入可能な事例を上げてほしい。 

 

５） 一般的なマニュアル等の更なる整備（１５件） 

・ 実施に相当のノウハウを要するので、情報を広く流してくれることを要望 

・ 全国で実施中（実施した）の事例を分析してほしい。 
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・ その分析から得られた課題や問題点等を積極的に情報提供してほしい。 

・ ＰＦＩ導入していくうえで、担当部署においては、多大な労力と幅広い知識が要求される。

このため、実務のスムースな進行を目的として、文化施設や福祉施設など施設分野ごとに実

務マニュアルを作成していただきたい。また、起債、補助金の適用については、所管省庁の

基準や協議に基づき決められるが、省庁横断的な統一された基準であれば、分かりやすい。

さらに、用地取得の場合、ＰＦＩ事業の推進上、民間事業者においても、農業用地の除外や

農地転用などの手続きが可能となるよう、関係法令を整備していただきたい。 

・ 事業方式など横文字が多く意味が分かりづらい面がある。 

・ 業務での仕事が多く、理解するための指導書が欲しい。 

・ 具体的な効果がまだ見えない既存施設にＰＦＩを活用しての委託（その場合の職員の分限） 

・ 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合

せ」（平成１５年３月２０日付け）の具体化、明確化を図って欲しい。 

・ ＰＦＩを導入された自治体の成功事例や、導入後に生じた問題点などをお教え頂きたい。 

・ 小規模自治体が積極的に取り組めるよう、わかりやすいマニュアルの作成をお願いしたい。 

・ 地方におけるＰＦＩ事業のメリットとデメリットは何か？ 

・ ＰＦＩの内容等わかる用語説明集等がほしい（資料として） 

 

６） 情報交換の場、ほか（３件） 

・ 全国ＰＦＩ担当者会議の創設・自治体の立場に立ったＰＦＩ導入の留意点等をまとめる必要

があります。 

・ 情報交換の場の提供 

・ 公共が有するＰＦＩの知見は、各自治体がそれぞれ有しており、知見の集積を図ることがで

きるシステムがあれば有益ではないでしょうか。 

 

２．補助金の関係（３７件） 

・ （１）どの程度の事業でＶＦＭが発生し（２）どの程度の事業で民間資本の参入が可能とな

り（３）現行の交付税制度や補助金、起債制度との関連性を明らかにし（いわゆるイコール

フッティングの問題）→各省庁との整合性（４）現行法令と整合性が確保できるのかどうか

のアウトライン程度が見えなければ、中小公共団体での着手は難しいのが現実です。 

・ ＰＦＩを導入することでどの程度補助が受けられるのか。 

・ ＰＦＩを導入する要件について。 

・ （１）地域再生において補助金返還不要等が話題になっているが、ＰＦＩを適用したら、即、

既在の補助制度適用対象となること。（２）地元企業（中小）対象のＰＦＩ研究会等の開催 

・ 補助制度の弾力化と制度の確立・税制措置の改善・商工会議所など民間部門の啓蒙と活動支

援 

・ 自治体は財政難にあるため、ＰＦＩを含め様々な手法を検討しています。しかしどのように

導入すれば良いのか、また導入によって従来の手法よりどれだけメリットがあるのか明確な

判断が難しいと思います。また、従来の補助金体系や法律の整備などＰＦＩの導入が明らか
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に有利となるように改めていく必要があるのではないかと感じます。 

・ ＰＦＩで整備した公共施設の建設費を使用料収入等で償還して行く。この場合、自治体の債

務にならないこととする。このことによって民間の活力が向上すると思われる。 

・ ＰＦＩ事業の国からの補助金について全ての事業で考え方を明確にしてほしい。 

・ 従来公共事業方式で対象となっている交付税措置は、ＰＦＩで実施する都合においても同様

とされたい。 

・ ＰＦＩ←民間参入するためには、収益のあがるものでなければならない。Ｂｕｔ補助金←適

正化法等により、収益事業認められないものがほとんど。財政的に厳しい自治体では、一般

単費で事業をやるのはほぼ不可能です。使いたくても使えません。 

・ 全ての事業での補助金活用 

・ 国庫補助の拡大 

・ ＰＦＩ事業により、公共サイドの支出平準化を図ることができるが、従来手法と同様に国庫

補助事業の導入と、補助金支出制度の創設。 

・ 従来の補助制度に対してＰＦＩを導入する場合、補助対象となるか否かが不明確である。起

債も併せて、明確にして欲しい。可能であれば内閣府で主導をとってもらいたい。 

・ 補助事業については、制度推進の目的から、調査費だけではなく、一定条件のもとで（本来

国庫補助・起債の活用の可能な施設の建設・運営でＢＯＴのとき）自治体が支払うサービス

購入料（建設部分のみ）への補助制度の創設。 

・ ＰＦＩ事業に対する国庫補助負担の適用を事業方式や施設の種別に関係なく取り扱ってほし

い。（公共側は補助金を前提として整備しているため、ＰＦＩ事業が不利になってしまいＶＦ

Ｍが達成されにくいことになる） 

・ ＰＦＩ、外部委託が進行すると、村部などのなじまない部で、交付税面にてダメージを受け

る。村部都会部の実情を明確にし、公表していただきたい。 

・ 補助適用範囲の拡大ｏｒ補助制度の廃止（一般財源化） 

・ 複数の自治体が共同でＰＦＩ事業を実施し、事業契約は代表自治体とＳＰＣが交した場合に

あって、地方交付税の算定については、代表自治体以外の自治体に対しても、行なわれるよ

うにしてほしい。 

・ 民間事業者（ＳＰＣ）が事業主体であるが、許認可については、自治体と同等の扱いとして

ほしい。…ＰＦＩ普及の最大の阻害要因・周辺法整備を早急に実施すべき。 

・ ＢＯＴ及び分割交付についても国庫補助金の交付が可能となるような制度改正を検討願いた

い。 

・ ＰＦＩ事業の導入についての調査などのＰＦＩ事業ゆえに必要となる経費についても国庫補

助が出るようにしてほしい。 

・ 自治体がＰＦＩを活用した場合の財政支援制度の充実 

・ 国庫補助等を受け建設・整備した施設などは、適代法の問題があり、ＰＦＩ導入に踏切れな

い場合が、今後出てくると思われます。よって同法の見直しも含め、検討して頂ければ幸い

です。 

・ ＰＦＩ事業への国庫補助事業の適用について、省庁によってバラバラであり、特に、依然と



 24 

してＢＯＴ方式への適用は限定されており、改善が望まれる。 

・ 国庫補助要綱について、全てＰＦＩを想定したものに更新していただきたい。また、ＢＴＯ

方式しか認めない例が多いので、ＢＯＴについても柔軟に対応していただける様、発想を転

換していただきたい。 

・ 三位一体の改革の影響が不明。（本来、建設費相当分の支払について各年度交付税措置されて

いたものはどうなるのか。長期支払の財源充当が不安） 

・ 交付税措置や補助金問題を解決して欲しい。また、民間資金等活用事業調査補助金について

は、ＶＦＭの結果が悪ければ、実施しなくても良いのか知りたい。 

・ 各省へ、ＰＦＩ方法の活用による公共施設の整備をする場合の従来手法並みでの補助金の確

保を積極的にやってほしい。 

・ 国からの補助金等の交付について不明な点が多い。 

・ 国庫補助制度の改正（補助事業枠の拡大） 

・ ＰＦＩ導入と国庫補助制度について。（ＰＦＩ普及のためには、国庫補助を使ったＰＦＩ制度

の拡充が必要） 

 

３．税の関係（２３件） 

・ 割引率の設定が非常に難しい。ＶＦＭに関するガイドラインなどで統一的な割引率を示して

いただきたい。その設定根拠も示していただけると、地方自治体にとってＶＦＭの説明が市

民や議会にやりやすくなる。 

・ ＢＯＴに対する補助金の適用推進と不動産取得税、固定資産税、都市計画税の減免措置をお願

いしたい。 

・ 補助金、税制上の改善・民間提案に対する助成制度・リスク額算出の基準 

・ 補助金、税制面での改善措置 

・ 事業者選定における公募型プロポーザル方式などの適用 

・ ＰＦＩ事業者に対する法人税、固定資産税、不動産取得税等についての課税の特例の創設 

・ ＰＦＩ事業者が使用する固定資産に対する国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する

法律の適用除外措置 

・ 事業主体が地方自治体に限定されている事業について、ＰＦＩ事業者による事業実施が可能

となるための規制の撤廃または緩和 

・ 国庫補助負担金制度がある事業をＰＦＩ方式で実施する場合の、同等の財政支援措置とＰＦ

Ｉの仕組みに応じた支援措置の具体化 

・ イコールフッティングに向けての公共施設等に係る諸制度の見直について検討願いたい。 

・ 補助金や税制など既存制度の枠組みの中ではＢＯＴの一括支払方式やＶＥなどＰＦＩ的手法

のほうがＶＦＭが高くなる構造となっており、民間の創意工夫が発揮しやすいＢＯＴ方式を

採用する妨げとなっていることから、ＰＦＩの目的である良質で廉価な公共サービスの実現

を図るためには補助金、税制等において事業方式による格差を解消する必要があるまた、公

共施設等の整備に係る基準、規制が民間事業者の創意工夫を制限している場合があり、規制

等の緩和が必要である従来の公共方式を柔軟に改善し、公共事業等の効率化、コスト縮減を
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実現していくために税制上、財政上の改善をお願いしたい。 

・ 国の事業補助や税の特例措置など、ＰＦＩ導入に係るマイナス要因の緩和 

・ 自治体が直営で事業をする場合とＰＦＩでする場合とで、税や補助の制度が異なることのな

いよう、早期に統一化を図って欲しい。 

・ 法人税、固定資産税など諸税の免除・減免等を制度化し、ＰＦＩと従来方式のイコールフッ

ティングを図るべき。 

・ ＰＦＩ法には、法制上及び税制上の支援措置を講ずることが記載されているが、具体的に解

説された「ガイドライン」が策定されていない。 

・ 税の問題、ＰＦＩに対する優遇措置や制度 

・ 税制上のイコールフッティングをご検討いただきたい。 

・ 補助金の適用状況を適宜公表していただきたい。 

・ ＰＦＩの本来的な性格を割案すると、民間の自由な発想等を十分に活用でき事業の質の向上

に資するＢＯＴ又はＢＯＯ方式によるＰＦＩ事業の推進が必要であるが、課税対象となり、

ＢＴＯ方式と比べ税の面で不利となることから税制特例措置を講ずる必要があると考える。

なお、課税対象資産は、民間事業者が合築等により任意で設ける収益施設を除く公共事業の

用に供する資産とする。 

・ 公共的団体が使用している間は、不動産関連の諸税の納税を猶予して欲しい。 

・ ＢＯＴ方式の場合に事業者に課税される固定資産税や都市計画税等の税負担について、早急

に非課税措置を講じてほしい。 

・ ＢＯＴ方式の場合の固定資産税の免除 

・ 過疎地域の企業は公共事業への依存度が高い。しかし規模、金額とも億単位となると負担が

大きく手が出せない。（１）から企業への税制をはじめ優遇策を創出し積極的に社会資本整備

に携さわれるシステムの構築が望まれる。 

・ ＰＦＩに関して欲しい情報・ＰＦＩ事業の進捗（供用開始時期も含む。）・個々の事業におけ

る体制・個々の事業のコンサルタント企業名及び費用・国への要望・不動産取得税、登録免

許税等の課税、非課税措置の明確化。 

・ 税負担、経理処理（減価償却年数）について、本気で財務省と協議願いたい。また、英国で

行われているように道路事業を行うＰＦＩ主体に税の先取特権を認め、それを財源とするよ

うな制度も、今後は必要ではないか。（地方税、総務省） 

・ 民間事業者のＰＦＩ事業の登記にかかる登録免許税や事業期間中の固定資産税等の非課税、

法人税における特別償却等の措置など、民間事業者に対する税制措置を講ずる必要がある。 

・ 早急に税制面の課題をクリアしてほしい 

・ 税制に関する情報 

・ ＢＯＴ方式等における民間事業者の税負担緩和について検討していただきたい。 

 

４．ＶＦＭの算出等（１３件） 

・ ＶＦＭガイドラインを拡充・見直しし、事業費の削減率、財務諸指標などをルール化し、Ｖ

ＦＭの算定を容易で明解な作業となるようすべき 
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・ ＶＦＭの算定方法や算定実例等の情報がほしい。 

・ 先行事例が計画どおりの（ｏｒ以上の）ＶＦＭが出ているか？運営上当初予期しないトラブ

ルがなかった等が知りたい。 

・ 自治体においてＰＦＩ事業を検討する場合、公共直接建設との比較を行ない、ＶＦＭについ

てどの程度の経済性や効果等が期待できるかがポイントになります。事業検討初期の段階で、

簡易的にＶＦＭが算定可能なソフト等を自治体が気軽に使える様な、システムを考慮願いた

い。 

・ ＰＦＩの評価そのものが費用がかかりすぎる気がする。簡便な方法を評準化していただきた

い。 

・ ＰＦＩ導入可能性の判断の一助となるような、簡便なＶＦＭ算定ソフトを作成してほしい。 

・ 地方自治体が、公共施設の整備をＰＦＩで実施するか否かを決める際ＶＦＭがあるかどうか

が大きな要素となるが、初期の検討段階において従来手法であれば国庫補助が適用される事

業であっても、ＰＦＩ手法で実施する場合には所管省庁の見解が不明確で国庫補助の採択が

受けられるかどうか判断できないため、ＶＦＭの算定ができない。 

・ 可能性調査をする前に、粗くてもいいのでＶＦＭが簡易にわかるシステムかガイドラインの

作成をお願いしたい。ＰＦＩになじむかなじまないかの選別にもなるし、逆に推進できる理

由づけにもなりうる。 

・ 各省庁により対応が異なることはもとより、セミナー等においても指導・発言が異なる（割

引率等）ことが、地方のＰＦＩ推進を阻害している 

・ イコールフッティングの推進をお願いしたい（補助金、税金等） 

・ ＰＦＩの導入を検討する際、公共で実施した場合とＰＦＩで実施した場合とのＶＦＭの算出

方法がよくわかりません。 

 

５．その他 

１） 会計制度・契約（３件） 

・ 小規模事業でも導入可能となるような制度整備（契約関係等） 

・ ＶＦＭの簡易試算の支援 

・ ＰＦＩ導入によりメリットを最大限活せるための、現行補助制度や会計規則の見直し、改正

を検討願いたい。（補助制度については廃止も含めて。） 

・ 事業契約締結前にＳＰＣ構成員が指名停止などの措置を受けた場合でも、当該措置がＳＰＣ

に及ばないことを通達等により明らかにすべき 

 

２） 事業の範囲 

・ ＰＦＩの対象として船やヘリコプターなどの動産や箱物に附随する機材等が含まれる旨、明

示すべき。 

・ 制度活用事例が除々に増えつつあるものの制度の活用導入をしていない市町村では、どのよ

うな種別の事業にあるのか判断に苦慮しているのが現実ではないかと考える。事業種別がは

っきりしてくれば導入する事例がもっと増えるのではないかと考える事業別のガイドライン
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的なものが出来ればよいのではないかと考える。また、市町村の厳しい財政事情から導入可

能性調査に踏み切れない市町村も多いと考える現在、経費の１／２補助の制度もあるが財政

的負担が少しでも軽減出来る支援をお願いしたい 

・ 今後、既存の施設を活用した、ＰＦＩ（的）な運営が増えてくると考えられます。建設を伴

わない場合であってもＰＦＩ法に該当するのかを明らかにした上で、そのノウハウを蓄積す

べきと考えます。 

 

３） その他（ＰＰＰ、）（６１件） 

・ 経済産業省でＰＰＰの検討がなされているが、委託業務のみ。 

・ ＰＦＩの表現を日本語に改めて周知、啓発されることを望みます。（民間資本を活用するとい

う狙いは良いので一般に理解されるようにしてはどうか？） 

・ 事業名を、ＰＦＩの様にアルファベット表記にせずに、日本語にしてほしい。多くの人は、

意味が理解できないはず。お役所専門用語や、用語の省略はやめてほしい。 

・ 小規模市町村ではＰＦＩによる事業はできないと考える。 

・ 小さな町にとっては、民間事業者の入札の参加の有無、ファイナンスの確保が難しい。 

・ 行政の経費負担は平準化されるが、公債と市場金利の差から、ライフサイクルコストは高く

なるのではないか。 

・ 地方には中小企業しかないのが実態。ハイリスク・ハイリターンの事業構造を受け入れる企

業は極めて少ないと思う。 

・ 入札内容が複雑なものとなり、その分入札コストが高くつくため、実績のない企業は手を出

さない一つの要因と思われる。 

・ ＰＦＩ法第１５条では、「土地収用法に基づく収用その他関係法令に基づく許可等の処分につ

いては適切な配慮が行われるものとする。」とされている。しかし、実際には、必要な土地の

範囲を確定するため、収用委員会から図面を求められることもあり、民間からの提案により

変更の生じる可能性があるＰＦＩにはなじまないのではないかと懸念される。土地収用をと

もなうＰＦＩを進める場合の手順を明確化してほしい。 

・ ＰＦＩ導入調査から事業実施までの作業が複雑である。期間も必要となる。（長くなる） 

・ 民間活力が低迷している中でＰＦＩの進ちょくが思うように進んでいない気がする。国策で

の環境づくりが必要ではないのか。 

・ 手続の簡素化 

・ ・ＰＦＩ事業による、事業債務については起債制限に含まれるが、民間のアイデア、自主性

を尊重できる規制の緩和が必要 

・ ＰＦＩの推進につながる、規制緩和、関係法律の改正をお願いしたい。 

・ 都市計画法に基づく開発許可に係る手続や公物管理上のＰＦＩ事業期間と占用期間の一致に

ついて、ＳＰＣの場合も公共と同様に行なえるようにしてほしい。 

・ 各省等よりＰＦＩに関する類似アンケートがよくくるが、総務省でまとめて実施をして欲し

い。 

・ 不況財政難の時期、小村に投資をする企業はない。企規が違いすぎる。 
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・ このたびの地方自治法改正で公の施設について指定管理者制度が導入されましたが、ＰＦＩ

法で施設の管理委託を包括的に行う場合、地方自治法に基づく指定管理者の指定手続きとＰ

ＦＩ法に基づく民間事業者の選定手続の両方を行う必要があると思われるのですが、この関

係を整理した情報があればお願いします。 

・ 現在はまだ地方債制度が機能していますので、標準的な割引率を国の方で公表してもよいと

思うのですが。 

・ 小規模な自治体は、なかなか取組めないのが実態であり、国や県等の動向を見ながら今後考

えて行きたい。全国一律ではなく、先ずは県・市レベルでの普及が必要と考える。 

・ 地方の公共サービスは儲からないものばかりなので、民間事業者からの発案、提案がまった

くない。 

・ 財政の大幅な地方への移譲 

・ 人口の少ない自治体においては、こういう事業は、難しいと思います。 

・ 地方の小規模自治体では担当のセクトも、担当者も置けない状況であり、当然住民意識も薄

い状態である。ＰＦＩを現実のものとして検討していくまで地域が醸成されていないのが現

状である。 

・ 都市部の多数の民間事業者がある所と選択肢のない町村とを同じレベルで考えないでほしい。 

・ 「指定管理者制度」では議会の議決をもって民間事業者が「公の施設」の管理代行を行うこ

とを可能にしているが、そもそもＰＦＩの事業手法でその施設の建設、運営、維持管理を行

うという決定だけで十分ではないかと考えられる。「指定管理者制度」の中にＰＦＩ事業の除

外規程を設けることを提案します。 

・ 地方に推進する割には、国のスタートが遅く件数も少ないように思う。 

・ ＰＦＩ手法の一部のみを採用した検討手続の簡易な官民連携手法（ＰＰＰ）についての情報

提供をお願いしたい。 

・ 地方公共団体は、大幅な財源不足により、地方単独事業を縮小せざるを得ない状況にあり、

ＰＦＩの活用どころか、現有施設の管理運営について、徹底した見直しを迫られているとこ

ろである。そこで、今後は、ＰＦＩのソフト版として、現有施設の管理運営を地方自治法に

よる指定管理者制度とあわせて、アウトソーシングの検討や外部の経営診断を取り入れるな

どの取組を支援する制度の創設を希望する。 

・ 小さい自治体にとってなかなかＰＦＩに手が出せない現状がある 

・ 道路改良等にＰＦＩを導入する場合に、土地収用に係る税額控除が出来るように、法整備を

願いたい。 

・ 国の実施しているＰＦＩ事業は画一的であると思う。（庁舎、宿舎など）あらゆる分野で地方

自治体の参考となるようなＰＦＩ事業に取り組んでもらいたい。 

・ 公共施設等の整備にあたっては、ＰＦＩ導入を含め調査・検討を行なっていきたい。 

・ 中山間地域は民活事業の導入が難しい 

・ ＰＦＩ導入の際に、民間企業による経営を国が保障してほしい。 

・ ＰＦＩ事業は各省にまたがる場合が多いので窓口一本化、及び補助枠の撤廃で総量（基準内

であれば）対応してほしい 
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・ １０万円使って１１万円のムダをなくす努力をすすめています。←民間事業者ばかり明記さ

れる事が多いので、今後は素人の地域住民が事業主体として、公共事業を直接（手作業）で

行える様にできないものでしょうか？地域住民のための公共事業であるのなら、あえて、そ

れ以外の事業者が参入すること事体、「変」ですし、事業費のむだ、ではないかとも考えます。

→そんなに立派なものが日本の風土を守るのに必要でしょうか？後に、誰が育て、守り抜い

て行くのでしょうか？ 

・ 今のＰＦＩ制度は、大型事業を想定したものであるため、検討自治体は規模の大きい自治体

に限られてくる。実際に、今の小規模自治体で大型事業をするのは稀である。全国的にＰＦ

Ｉを浸透させたいのであれば、小規模事業にも対応しうる制度にしなければならないしまた、

地域活性化を地方行財は一翼を担っている関係でも制度を地域完結型に、出来る様に改正し

ていただきたい。 

・ 市町村が直接実施は、無理があります。県を通じての広報活動と併せ推進体制を今以上に行

って望しい。 

・ 事業規模から考えると、町村規模では、概当事業は、ほとんどないと考えられる。イギリス

は、国が中心に行っている。まず、ＰＦＩを考える場合、国がどうするかが問題だと考える。 

・ 小規模自治体においては、体制、ノウハウ、職員の学習機会等まだまだ未整備であると考え

ます。例えば、この様な公共施設にはこの様なＰＦＩが適している。といった様な個別毎の

ＰＦＩ・アドバイザーの提示等をして頂けると、ＰＦＩの理解・事業の推進が図られるので

はないかと考えております。 

・ ＰＦＩの具体的内容がはっきりとわからない。 

・ 本市の立地特性（島興性）や人口規模等からＰＦＩの導入に当たっては慎重な対応が必要（費

用対効果から） 
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参考資料２ 
７．ＰＦＩ推進のための国の施策に対する要望 
（２）内閣府の普及広報活動等について 
 

１．問１２．普及広報活動（セミナー開催等）に関する要望等 

  留意事項：各分類ごとの件数は、該当すると考えられる事項を事務局がカウントしたもの

（２つ以上の要望を含む文は、どちらかの項目に整理して記載（重複記載はしなかった））。 

    また、分類はあくまで事務局が要望内容に基づき主な事項として判断したものであり、絶

対的なものではない。また下記には、同様の要望は取りまとめ（省略）代表的と思えるもの

に集約、さらに特徴的な意見を含むものを付け加えた。 

 

（１） 初級者向けセミナーの継続的な開催等（２９４件） 

・ 再度、初級者向けセミナーとガイドライン（プロセス、先進地事例等） 

・ 略語等難解な語句を使用しない初級者向けセミナー予算措置、補助制度との関係など自治体

の立場での注意点を学べる説明会 

・ 民間等も含めた初歩的な説明会 

・ 平成１２年度に初級セミナーが開催されていますが、再度「初級セミナー」を開催してほし

い。 

・ 必要とする地方公共団体に出向いて説明会を開催するなどの手法も検討されたい。（ＰＦＩア

ドバイザー派遣の活用よりも前の段階として） 

・ 都道府県単位での初級レベル研修会 

・ 地方自治体は、財政力の悪化を背景にＰＦＩに対する興味を持ち始めています。まずは、具

体的な事業イメージの理解、さらにリスクマネジメントやプロセス管理と展開すべきと考え

ます。会場の至近性や、回数など、受講環境が、より身近になることを希望します。 

・ 地方において基礎的なセミナー 

・ 担当者を含め行政の認識が不足しているので、初級者向けのセミナー開催を希望します 等 

 

（２） 先進事例紹介等（１８２件） 

・ 民間事業者からの発案を踏え、ＰＦＩの導入を可能とする事業の具体的な手法について 

・ 類似自治体での事業実施事例 

・ 理論的なものではなく、既に実施されて成功を治めている事例報告など。 

・ 本村のような小さな自治体でも活用できるＰＦＩ事業の事例を提示してほしい 

・ 補助事業があればその事例招介をお願いします。 

・ 地方でも活用可能な具体的導入事例など 

・ 地方（田舎）における導入手法 

・ 地域の特性（人口、地理的条件など）に見合った事例等の紹介 

・ 地域の実情に則した活用方法、事例   等。 
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（３） ５つのガイドラインに関する説明会等（３９件） 

  １）プロセスガイドライン（９件） 

・ 導入プロセスについて。 

・ 導入のプロセス、ＶＦＭについての初級者向けの説明会の随時開催を希望します。 

・ 導入のためのプロセス、手続きの説明会 

・ 対象となる公共施設等や具体的な導入手順、事例についての説明会（都道府県単位で開催） 

・ 他地域の事例発表、プロセス・リスクについての説明会 

・ 実質的な案件が出てから、対応するが、そのときはガイドライン説明会 

・ 再度、ＰＦＩを実際に導入する際の事前検討から、引き渡しまでの実例を交えた案件につい

て説明会を開いてほしい。 

・ 各プロセスに則した研修会・初級者向け（基礎編）・中級者向け（実務編） 

・ 過去の導入にあたってのプロセス等事例の詳細な説明を行うセミナーなど 

２）リスクガイドライン（５件） 

・ 今後、公共施設全般について検討すべきと考える。財政負担の点からの有効性、またリスク

について実績から知らせてほしい。 

・ 官民リスク分担。 

・ リスクについてもっと事例を知りたい。 

・ リスク、ＶＦＭ、契約 

・ 官民のリスク分担・ＶＦＭ算定方法 

  ３）ＶＦＭに関するガイドライン（２１件） 

・ 契約事務及びＶＦＭの設定事務説明会 

・ ガイドライン（ＶＦＭ）の説明会（算出方法や基準（割引率等）が不統一の問題） 

・ ＶＦＭ試算や導入可能性調査の実務等 

・ ＶＦＭ算定の具体的手法 

・ ＶＦＭ算定における問題点及び改善策について 

・ ＶＦＭの評価に関する説明会 

・ ＶＦＭの実践的な測定技法の説明会。もしくは、業者等が示すＶＦＭ計算をチェックする要

点など。 

・ ＶＦＭの算定実務に関する説明会 

・ ＶＦＭの算出、性能発注の考え方 

・ ＶＦＭに関する説明会を多会場で実施 

・ ＰＦＩ事業採用のためのＶＦＭ評価について 

・ ①事例検証②起債等の国の支援内容（従来の施設整備との比較・有利点など。）③ＰＳＣの算

出方法など（詳細はともかく導入を検討するためのインセンティヴをはたらかせるため。） 

・ ＶＦＭ説明会 

・ ＶＦＭの算定方法・リスク分担の方法（官と民） 

・ ＶＦＭの算定方法（ＰＳＣとＰＦＩ事業者のＬＣＣの算出方法） 

・ サービスフィーの考え方（算出方法） 
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・ ＶＦＭの考え方、算定手法・契約書の事例研究 

  ４） 契約に関するガイドライン（２件） 

・ 「契約」に関する説明会の開催回数を増加する。 

・ ガイドライン（ＶＦＭ）・ガイドライン（契約・モニタリング） 

  ５） モニタリングガイドライン（２件） 

・ 供用開始後の運営維持管理についてモニタリング方法について、モニタリングの方法や状況 

・ モニタリングのあり方、事例、モニタリングでのトラブルへの対処 

 

（４） 分野別の研究会等（６７件） 

・ 保健、福祉関係のＰＦＩに関する説明会を要望します。 

・ 比較的規模の小さなものを対象に事例として紹介して頂きたい 

・ 廃棄物処理についてのＰＦＩ導入事例等 

・ 分野別の導入方法や導入事例に係る説明会があれば、その都度興味のある分野・懸案事項を

抱えている分野について参加したい。 

・ 施設毎のモデルプランがあると理解しやすいと考えます。 

・ 近隣導入事例について、事務担当者による説明会 

・ ＰＦＩを導入するにあたって、企画、財務、契約、法制などの各所管別で必要とされる知識

の修得を目的とした説明会の開催を希望します。 

・ 同種の施設について、ＰＦＩ導入の施設とその他の施設との比較、検討。 

・ 当市としては、現在のところ新規の対象事業はないことから既存施設の管理運営におけるＰ

ＦＩ手法の導入について事例をもとにした説明会を望みます。 

・ 中山間地の過疎町村におけるＰＦＩの可能性及び取り組み方について 

・ 地方の小都市では、ＰＦＩ事業の推進を図るための選択肢の１つと真剣に受けとめていると

ころは少ないと思われます。それは、規模の小さな事業ではＶＦＭは出しにくく、参入事業

者が見込めないと感じていることが原因と思います。従って中小都市を対象にＰＦＩがより

身近に感じられるよう小規模事業や参入事業者を促す工夫等についてご教示願えるとありが

たい 

・ 対象事業をある程度しぼった中身による説明会又は相談会 

・ 人口の少ない地域でも、成り立つＰＦＩ 

・ 人口２千人余の離島過疎地域であり、小規模な民間事業者のみ。このような地域でＰＦＩ事

業が導入できるのか？そのような事例があれば、取り上げて頂きたい。 

・ 情報通信・水下水道事業の分野における事例紹介。交通政策、特に路線バスの事例紹介。 

・ 施設管理を含めた既存サービスの代替に関する研究・検討方法 

・ 施設の種別を特定した具体的な内容がお聞きしたい（その種の事業をＰＦＩとする場合の留

意事項等） 

・ 産業振興関係など分野別に事例を含めた具体的な説明会、研究会。 

・ 山間・過疎・小規模市町村におけるＰＦＩ活用について 

・ 行政内部で導入可能性調査ができるような、実務的なもの 



 33 

・ 公共施策の分野別に、実施方針の策定や契約、モニタリングなど、事業の進捗状況別の、実

務研修。 

・ 公共交通へのＰＦＩ導入に関する説明会 

・ 公共学校施設整備にＰＦＩを導入した場合のメリットとデメリットを具体例で示してほしい 

・ 公共・公用・公益的施設等の分野別の具体的なリスク分担や契約について。 

・ 観光施設、医療施設、老人福祉施設 

・ 学校教育施設に関するＰＦＩ等について、仮の設定によりシミュレーションを行うなど、自

治体において、ＰＦＩの検討に活用が出き、取り組める様な説明会や講習会を行うことを希

望します。 

・ 各個別事業に関する説明会（医療関係・公営住宅関係・学校給食センター） 

・ 過疎地域でのＰＦＩ事業の考え方、進め方について 

・ テーマや分野をしぼった事例紹介を含む説明会が良いと思います。（例えば、「病院」・「駐車

場」など） 

・ ゴミ・し尿処理をテーマとしたＰＦＩ 

・ インフラ事業におけるＰＦＩの課題 

・ ＰＦＩ的事業が公営住宅や廃棄物関係の施設で実施されているが、ＰＦＩ事業のメリット、

デメリット、ＰＦＩ的事業のメリット、デメリットの説明会 

・ 分野別具体的事例の研究 

・ 地域完結型へ小規模事業を成功させるポイント 

・ プロジェクトファイナンスの活用 

・ インフラ整備におけるＰＦＩ事業化 

・ 実例検証の説明会 

・ 小規模自治体が実施できうるＰＦＩの施策の説明会 

・ 事業タイプ別（教育施設）のＰＦＩ導入ガイドライン 

・ 小離島におけるＰＦＩのあり方について 

・ 小規模団体の具体的事例を中心とした初心者向セミナー（等小規模自治体での事例１０件） 

・ 小規模自治体における取組事例 

・ 小規模事業の事例（成功、失敗とも）（以下、小規模事業８件） 

・ 小規模事業でのＰＦＩの考え方について。 

・ 小規模事業（数億円規模）の事例紹介と実施方法等の説明会 

・ 小規模施設での導入例の紹介 

・ 小規模の具体的事例 

 

（５） 課題・問題点の整理、説明等（７件） 

・ 様々な分野について、実例をとり上げながら、ＰＦＩのメリット、デメリット、問題点等を

解説 

・ 問題・課題の対応策に関する説明会 

・ 国庫補助金交付事業におけるＰＦＩの取扱い。（各省庁により対応にバラつきがある） 
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・ 現行法が障害となっている道路等に関する国の考え方を示すような説明会を望む。 

・ 事例から得られる課題の処理対策について・民間団体及び民間事業者の要望（課題）に対す

る処理対策について 

・ 事業実施後の予想できなかったトラブルやその対応 

・ 事業プロセスの中で、特に、事業者選定、契約での留意事項。 

 

（６） その他（１２５件） 

・ プロジェクトを事業化計画どおりに推進するための事前・事後の危機管理。 

・ ガイドライン等展開 

・ 出来るだけ参加したいと思うが、職員体制の面で心配である。 

・ 住民に対して説明をする場合の公共施設ごとの予想されるメリットとデメリットを予想した

資料の作成 

・ 民間事業者及び金融機関を対象とした説明会。 

・ 民間事業者に対する説明会 

・ 毎年開催して欲しい 

・ 本地域は本年度合併を控えＰＦＩの本格検討を行う状況にありませんが、行・民あるいは公・

民の分担見直しは必要と痛感しているので、更に詳細な説明会等は必要と思います。 

・ 当市においては導入検討レベルが望ましい。 

・ 都道府県単位の説明会の開催 

・ 地方公共団体においてＰＦＩを推進するためには、自治体のみならず地元中小企業や金融機

関の専門的知識の習得が不可欠でありそれらを対象とした説明会を開催していただきたい。 

・ 地元企業中心の参入事例の紹介（経緯、課題、メリット等）事業規模が比較的小さい案件紹

介、取組みのポイント等（建設費で１０億程度） 

・ 地域住民への説明会を県単位さらには、その下の地域単位にまで細分化させて開催していた

だきたい。 

・ 地域完結型ＰＦＩの実施方法（地元事業者、地元銀行が主体となったＰＦＩの実施に向けた

課題） 

・ 地域医療、地域福祉、農林業振興、観光関連において特に本町は宇治茶の主産地であるため

農業振興や観光面での又、企業誘致や企業との業務連携等の研修、説明会 

・ 対象となる施設がないため、希望しないが、開催されれば参加したい（市町村合併後の手法

検討のため） 

・ 全国的に財政厳しい折、このようなアンケートを委託で、しかもこんないい紙をつかってで

きる内閣府のみなさんの、行政コストへの考え方等、委託費にいくらかかっているか教えて

頂きたい。（速達でやるほどの調査ですか？） 

・ 全国的にＰＦＩが進み、成功していないと（新聞・テレビ等）、現在のままの整備を行なって

いく 

・ 全国の都道府県で年１回はＰＦＩについての説明会を開催してほしい。 
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参考資料３ 
７．ＰＦＩ推進のための国の施策に対する要望 
（３）内閣府ＰＦＩホームページについて改善して欲しい点等 

 

  留意事項：具体的記述があるもののみ、すべて記載 

 

・ 用語の説明が欲しい。 

・ 平成１４年９月に「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金の適用状況につい

て」が公表されおり、その中で各省庁において「検討中」との回答がかなりあったが、ペー

ジが全く更新されていないので、最新の情報が得られない。１カ月に一度更新するなど、改

善してほしい。 

・ 特になし、できればわかりやすい利用方法、手続きを示してほしい。 

・ 特に無いがページが重いものがある。 

・ 導入可能性調査に係る情報提供をお願いしたい。 

・ 全体的に見にくく、展開させにくい。ＰＦＩについての説明も少しあるが、国民が、ＰＦＩ

がどのようなものであるか理解を深められるようなページが必要ではないか 

・ 説明会や、通常業務を通してなされたＰＦＩに関する質問事項について、その回答とともに、

Ｑ＆Ａコーナーを設けて、ＨＰで検索できるようにしてほしい。 

・ 説明が簡易すぎる（ＰＦＩとは） 

・ 情報が整理されており大変利用しやすいです。 

・ 実施方針の詳細な内容を公表してほしい 

・ 実施方針が策定公表されたＰＦＩ事業の資料が掲載されていますが、整備が完了した事業の

財務関係の資料の掲載を希望する。 

・ 実施事例のさらに詳しいデータを掲載して頂きたい 

・ 質問等を受けて回答する場（ｅメール、掲示板など）の設置 

・ 質問コーナーを設置して欲しい。 

・ 質疑応答集の新設 

・ 質疑など相談が行える、メール機能を有したコーナーの設置。 

・ 自治体の職員が参考にしようとすると物足りない感じがある。 

・ 事例を多く掲載してほしい。 

・ 事例について事業内容別に一覧表にしてほしい 

・ 事業情報の充実（実施方針～契約までの公表資料の完備） 

・ 事業の事例照会から関連補助金制度へのリンク（関係省庁の対応について） 

・ 作り込みが分かりづらい。 

・ 国のＰＦＩに関するＨＰの統合 

・ 更新間隔をもっと短くして欲しい。 

・ 見出（メニュー）がわかりにくい。 

・ 具体的取組事例情報の充実 
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・ 具体的事例をこまかく 

・ 具体的事例の紹介 

・ 具体的な案件におけるＰＦＩ導入の成果 

・ 関連情報の迅速な更新 

・ 簡単にＶＦＭが算定できるものあればよい（およその目安がわかるもの） 

・ 各省庁の問い合わせ先だけでなく、各省庁のＰＦＩに関する施策案内等を網羅して掲載して

ほしい。 

・ 各省庁からのＰＦＩ通知について、一覧として整理いただければ幸いです。 

・ 何を更新したのかが分かりづらい 

・ 委員会や合同部会の議事録を早目にＨＰに掲載していただきたい。 

・ テクニカルターム集の設置 

・ ＶＦＭの簡易計算システム 

・ Ｑ＆Ａの設置 

・ Ｑ＆Ａコーナーを使ってほしい。 

・ ＰＦＩ導入に対する具体的なメリット、課題を示してもらいたい 

・ ＰＦＩ事業例の一覧表に事業費が記載されていると良いと思う。 

・ ＰＦＩ事業例に事業実施後の経営状況や評価なども掲載されたい。 

・ ＰＦＩ事業例が紹介されているが、各事業へのリンクのみであり、簡単な概要（事業方式・

期間・ＶＦＭ等）を一覧にして整理されたものが掲載されているほうが良い 

・ ＰＦＩ事業一覧にアドバイザー・落札業者・落札金額・契約日等の情報を追加してもらいた

い。 

・ ＰＦＩを導入している自治体の体験談等を載せてはどうかと思う。 

・ ＰＦＩを導入した地方自治体の中において、税制面の規定（条例）を設けたところの規定（条

例：新規・改制）を希望。税制改正等における問題（事例）があれば、それを掲載してほし

い。 

・ ＰＦＩ対象施設をＰＦＩ手法で整備した場合に想定されるメリット、効果等を例示してほし

い（事例含む）。 

・ ＰＦＩで整備をしようと進めたが、途中で議会等の反対で失敗した事例を掲載してほしい。

（何故失敗したのか、どうすれば失敗しなかったのか等の分析を含めてほしい。） 

・ 「ＰＦＩに関する説明会」のページを設け、議事録や配布資料等を閲覧できるようにしてい

ただきたい。 

・ プロジェクトごとのデータ集を掲載していただきたい。（例えば審査体制や各手続の処理日数

など） 

・ 「地方自治体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金等について」を最新の内容に更新して

ほしい 

・ 「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について」がＨ１４．

９のまま更新されていない。内容はかわっていないかもしれないが最新の状況を教えてほし

い。 
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・ 「実施自治体のその後」などを調査・掲載していただければ。 

・ 「事業情報」のページに分野別で検索できるようにしてほしい。 

・ 「国の補助金等の適用状況について」の更新説明会等の講演録の掲載 

・ 「はじめての方はこちら」→「目的別インデックス」という流れになっているが、トップペ

ージに「目的別インデックス」を配置した方がわかりやすいと思います。 

 

 

 

 

 



参考資料２
図表１’自治体におけるＰＦＩに係る体制について（県別）

担当部署を
設置

民間事業者
からの発案
に対応する
対応を整備

行政部内に
横断的な協
議組織を設

置

職員による
研究会等を
立ち上げ

有識者等
からなる研
究会等を立

ち上げ

ＰＦＩに関す
る指針を策

定中

ＰＦＩに関す
る指針を策

定済み

埼玉県 64 11 2 2 4 0 1 7 45 2 1
千葉県 57 11 1 4 2 0 2 6 40 3 0
東京都 49 16 2 5 7 0 2 5 24 2 1
神奈川県 29 12 2 4 2 0 3 5 14 0 0
岐阜県 60 10 2 1 2 0 0 2 42 6 0
愛知県 69 16 4 7 8 1 2 6 44 2 0
三重県 39 7 1 3 3 0 1 2 26 3 0
大阪府 29 8 0 2 3 0 0 3 18 0 1
兵庫県 59 12 1 1 1 0 2 0 42 4 0
京都府 28 4 1 1 0 1 0 2 23 1 0
奈良県 24 3 0 0 2 0 0 2 17 1 1

149 24 1 5 6 0 0 4 111 6 0
青森県 47 8 2 2 0 0 0 2 37 2 0
岩手県 45 11 0 0 3 0 0 1 31 2 0
宮城県 48 16 2 1 3 0 0 1 31 0 0
山形県 34 6 0 1 2 1 0 2 25 0 0
秋田県 48 4 1 1 1 0 0 1 40 4 0
福島県 59 16 0 1 3 0 1 1 37 3 0
新潟県 72 9 0 2 1 1 1 3 52 12 0
茨城県 62 8 1 1 3 0 0 2 50 3 0
群馬県 53 4 0 0 5 0 0 0 40 5 0
栃木県 40 8 0 0 0 1 1 2 31 0 0
山梨県 29 3 0 0 0 0 0 1 24 2 0
長野県 79 19 0 1 5 1 1 1 55 3 0
静岡県 55 13 1 1 3 0 2 2 38 0 1
石川県 23 2 1 2 2 0 0 1 19 1 0
福井県 24 6 1 1 1 0 0 4 14 1 0
富山県 25 5 0 1 2 0 0 1 17 3 0
滋賀県 35 4 0 0 1 0 0 0 28 4 0
和歌山県 35 5 0 0 1 0 0 0 27 3 0
鳥取県 21 2 0 0 1 0 0 0 16 2 0
島根県 33 6 0 0 1 0 0 0 23 3 0
岡山県 40 5 1 0 1 0 1 0 33 3 0
広島県 54 6 1 0 1 0 1 3 44 4 0
山口県 30 8 1 1 0 0 1 0 21 1 0
徳島県 30 1 0 0 2 0 0 1 27 1 0
香川県 26 3 0 2 0 0 0 1 22 1 0
愛媛県 45 2 0 0 2 0 0 1 40 1 0
高知県 30 1 1 0 1 0 0 1 24 2 0
福岡県 61 7 1 0 2 1 0 1 47 6 0
佐賀県 28 4 1 0 3 0 1 2 17 2 0
長崎県 52 6 0 0 2 0 0 1 39 6 0
熊本県 51 9 0 0 1 0 0 1 40 2 0
大分県 38 6 1 1 0 0 0 1 29 3 0
宮崎県 24 5 0 0 0 0 1 0 17 2 0
鹿児島県 57 8 2 2 0 0 0 1 44 2 0

32 5 1 0 1 0 1 1 21 4 0

無回答県名
回答自治

体数

何らかの体制をとってある
体制をとる
には至らな

い

名
古
屋
圏

関
西
圏

東
北
地
域

特に関心は
ない

　　　沖縄県

四
国
地
域

九
州
地
域

　　　北海道

関
東
地
域

中
部
地
域

近
畿

中
国
地
域

東
京
圏
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図表１’’自治体におけるＰＦＩに係る体制について（県別人口規模別）

担当部署を
設置

民間事業者
からの発案に
対応する対
応を整備

行政部内に
横断的な協
議組織を設

置

職員による
研究会等を
立ち上げ

有識者等
からなる研
究会等を立

ち上げ

ＰＦＩに関す
る指針を策

定中

ＰＦＩに関す
る指針を策

定済み

5万未満 30 4 0 0 0 0 0 0 23 2 1
5万以上 18 3 0 0 3 0 0 1 13 0 0
10万以上 10 1 0 0 1 0 0 2 8 0 0
30万以上 6 3 2 2 0 0 1 4 1 0 0
5万未満 36 3 0 1 0 0 0 2 29 3 0
5万以上 10 3 0 0 1 0 1 0 7 0 0
10万以上 5 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0
30万以上 6 4 1 3 1 0 1 3 1 0 0
5万未満 9 2 0 0 0 0 0 1 6 1 0
5万以上 7 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10万以上 20 8 1 2 6 0 1 1 8 0 0
30万以上 13 5 1 3 1 0 1 3 4 1 1
5万未満 11 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0
5万以上 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10万以上 8 6 0 1 1 0 2 0 2 0 0
30万以上 6 5 2 3 1 0 0 4 0 0 0
5万未満 51 6 0 0 0 0 0 0 39 6 0
5万以上 5 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
30万以上 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0
5万未満 44 8 0 0 1 0 0 1 35 2 0
5万以上 11 2 0 1 2 0 1 0 5 0 0
10万以上 9 2 0 2 3 0 1 0 4 0 0
30万以上 5 4 4 4 2 1 0 5 0 0 0
5万未満 31 2 1 0 1 0 0 0 26 2 0
5万以上 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10万以上 4 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0
30万以上 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5万未満 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5万以上 10 2 0 0 1 0 0 1 6 0 1
10万以上 11 2 0 0 1 0 0 0 8 0 0
30万以上 4 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0
5万未満 45 5 0 0 1 0 0 0 36 4 0
5万以上 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10万以上 8 2 0 0 0 0 2 0 5 0 0
30万以上 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
5万未満 19 1 0 0 0 0 0 0 17 1 0
5万以上 6 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0
10万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30万以上 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0
5万未満 20 2 0 0 1 0 0 1 16 1 1
5万以上 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉県

愛知県

東京都

神奈川県

特に関心は
ない

無回答

何らかの体制をとってある

県名
人口規模

別
回答自治

体数

三重県

関
西
圏

体制をとる
には至らな

い

奈良県

京都府

大阪府

兵庫県

岐阜県

埼玉県

東
京
圏

名
古
屋
圏
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図表１’’自治体におけるＰＦＩに係る体制について（県別人口規模別）

担当部署を
設置

民間事業者
からの発案に
対応する対
応を整備

行政部内に
横断的な協
議組織を設

置

職員による
研究会等を
立ち上げ

有識者等
からなる研
究会等を立

ち上げ

ＰＦＩに関す
る指針を策

定中

ＰＦＩに関す
る指針を策

定済み

特に関心は
ない

無回答

何らかの体制をとってある

県名
人口規模

別
回答自治

体数

体制をとる
には至らな

い

5万未満 136 20 0 2 5 0 0 3 105 6 0
5万以上 7 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0
10万以上 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
30万以上 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 40 6 0 0 0 0 0 0 32 2 0
5万以上 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10万以上 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
30万以上 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 38 6 0 0 1 0 0 0 29 2 0
5万以上 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
10万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30万以上 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5万未満 42 11 0 0 1 0 0 0 30 0 0
5万以上 4 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0
10万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30万以上 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 29 4 0 0 2 1 0 0 24 0 0
5万以上 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10万以上 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 44 3 0 0 0 0 0 0 37 4 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
5万未満 55 15 0 0 2 0 0 0 36 3 0
5万以上 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10万以上 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30万以上 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5万未満 62 3 0 0 1 0 0 0 49 11 0
5万以上 5 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0
10万以上 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30万以上 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0
5万未満 46 3 0 0 1 0 0 0 41 2 0
5万以上 8 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10万以上 7 2 1 1 1 0 0 1 3 1 0
30万以上 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5万未満 45 3 0 0 1 0 0 0 36 5 0
5万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10万以上 5 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0
30万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5万未満 31 5 0 0 0 1 0 0 25 0 0
5万以上 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
10万以上 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30万以上 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5万未満 26 2 0 0 0 0 0 0 22 2 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

秋田県

山形県

福島県

青森県

栃木県

群馬県

茨城県

山梨県

新潟県

岩手県

宮城県
東
北
地
域
ブ
ロ
ッ
ク

　　　　北海道

関
東
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
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図表１’’自治体におけるＰＦＩに係る体制について（県別人口規模別）

担当部署を
設置

民間事業者
からの発案に
対応する対
応を整備

行政部内に
横断的な協
議組織を設

置

職員による
研究会等を
立ち上げ

有識者等
からなる研
究会等を立

ち上げ

ＰＦＩに関す
る指針を策

定中

ＰＦＩに関す
る指針を策

定済み

特に関心は
ない

無回答

何らかの体制をとってある

県名
人口規模

別
回答自治

体数

体制をとる
には至らな

い

5万未満 67 15 0 0 3 1 0 0 49 3 0
5万以上 7 1 0 0 2 0 0 0 4 0 0
10万以上 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
30万以上 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5万未満 41 8 1 0 2 0 1 0 32 0 0
5万以上 5 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0
10万以上 6 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0
30万以上 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
5万未満 19 0 0 1 1 0 0 0 17 1 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30万以上 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 19 3 0 0 1 0 0 0 14 1 0
5万以上 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10万以上 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
30万以上 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 21 3 0 0 0 0 0 0 16 3 0
5万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10万以上 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30万以上 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
5万未満 29 1 0 0 0 0 0 0 25 4 0
5万以上 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5万未満 30 2 0 0 0 0 0 0 25 3 0
5万以上 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
5万未満 20 2 0 0 1 0 0 0 15 2 0
5万以上 0 - - - - - - - - - -
10万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30万以上 0 - - - - - - - - - -
5万未満 30 5 0 0 0 0 0 0 22 3 0
5万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5万未満 35 3 1 0 1 0 0 0 30 3 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5万未満 44 2 0 0 0 0 0 0 39 3 0
5万以上 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10万以上 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30万以上 5 3 1 0 1 0 1 2 1 1 0
5万未満 25 6 0 0 0 0 0 0 18 1 0
5万以上 0 - - - - - - - - - -
10万以上 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

静岡県

富山県

長野県

石川県

和歌山県

鳥取県

福井県

島根県

滋賀県

山口県

岡山県

広島県

中
部
地
域
ブ
ロ
ッ
ク

近
畿
地
域

中
国
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
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図表１’’自治体におけるＰＦＩに係る体制について（県別人口規模別）

担当部署を
設置

民間事業者
からの発案に
対応する対
応を整備

行政部内に
横断的な協
議組織を設

置

職員による
研究会等を
立ち上げ

有識者等
からなる研
究会等を立

ち上げ

ＰＦＩに関す
る指針を策

定中

ＰＦＩに関す
る指針を策

定済み

特に関心は
ない

無回答

何らかの体制をとってある

県名
人口規模

別
回答自治

体数

体制をとる
には至らな

い

5万未満 27 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0
5万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10万以上 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
30万以上 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5万未満 19 1 0 1 0 0 0 0 17 1 0
5万以上 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
10万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30万以上 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 39 1 0 0 1 0 0 0 36 1 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
30万以上 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5万未満 28 1 1 0 0 0 0 1 23 2 0
5万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5万未満 47 4 0 0 0 0 0 0 39 6 0
5万以上 10 2 0 0 1 0 0 1 6 0 0
10万以上 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
30万以上 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5万未満 25 3 0 0 2 0 1 0 17 2 0
5万以上 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 49 5 0 0 1 0 0 0 38 6 0
5万以上 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 48 8 0 0 0 0 0 0 38 2 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5万未満 34 5 0 0 0 0 0 0 26 3 0
5万以上 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30万以上 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 22 3 0 0 0 0 0 0 17 2 0
5万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5万未満 53 7 2 1 0 0 0 0 42 2 0
5万以上 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10万以上 0 - - - - - - - - - -
30万以上 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5万未満 28 3 1 0 0 0 1 1 20 4 0
5万以上 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10万以上 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30万以上 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

徳島県

鹿児島県

佐賀県

長崎県

熊本県

宮崎県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

大分県
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図表２’自治体におけるＰＦＩに係る体制（県別）（数字は％）

県名
何らかの体制整

備済み
体制とるに至ら

ず 特に関心はない 無回答

埼玉県 25.0 70.3 3.1 1.6
千葉県 24.6 70.2 5.3 0
東京都 44.9 49.0 4.1 2.0
神奈川県 51.7 48.3 0 0
岐阜県 20.0 70.0 10.0 0
愛知県 33.3 63.8 2.9 0
三重県 25.6 66.7 7.7 0
大阪府 34.5 62.1 0 3.4
兵庫県 22.0 71.2 6.8 0
京都府 14.3 82.1 3.6 0
奈良県 20.8 70.8 4.2 4.2

21.5 74.5 4.0 0
青森県 17.0 78.7 4.3 0
岩手県 26.7 68.9 4.4 0
宮城県 35.4 64.6 0 0
山形県 26.5 73.5 0 0
秋田県 8.3 83.3 8.3 0
福島県 32.2 62.7 5.1 0
新潟県 11.1 72.2 16.7 0
茨城県 14.5 80.6 4.8 0
群馬県 15.1 75.5 9.4 0
栃木県 22.5 77.5 0 0
山梨県 10.3 82.8 6.9 0
長野県 26.6 69.6 3.8 0
静岡県 29.1 69.1 0 1.8
石川県 13.0 82.6 4.3 0
福井県 37.5 58.3 4.2 0
富山県 20.0 68.0 12.0 0
滋賀県 8.6 80.0 11.4 0
和歌山県 14.3 77.1 8.6 0
鳥取県 14.3 76.2 9.5 0
島根県 21.2 69.7 9.1 0
岡山県 10.0 82.5 7.5 0
広島県 11.1 81.5 7.4 0
山口県 26.7 70.0 3.3 0
徳島県 6.7 90.0 3.3 0
香川県 11.5 84.6 3.8 0
愛媛県 8.9 88.9 2.2 0
高知県 13.3 80.0 6.7 0
福岡県 13.1 77.0 9.8 0
佐賀県 32.1 60.7 7.1 0
長崎県 13.5 75.0 11.5 0
熊本県 17.6 78.4 3.9 0
大分県 15.8 76.3 7.9 0
宮崎県 20.8 70.8 8.3 0
鹿児島県 19.3 77.2 3.5 0

21.9 65.6 12.5 0
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圏
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図表２’’自治体におけるＰＦＩに係る体制（県別人口規模別）（数字は％）

5万未満 13.3 76.7 6.7 3.3
5万以上 27.8 72.2 0 0
10万以上 20.0 80.0 0 0
30万以上 83.3 16.7 0 0
5万未満 11.1 80.6 8.3 0
5万以上 30.0 70.0 0 0
10万以上 40.0 60.0 0 0
30万以上 83.3 16.7 0 0
5万未満 22.2 66.7 11.1 0
5万以上 14.3 85.7 0 0
10万以上 60.0 40.0 0 0
30万以上 53.8 30.8 7.7 7.7
5万未満 27.3 72.7 0 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 75.0 25.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 11.8 76.5 11.8 0
5万以上 60.0 40.0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 15.9 79.5 4.5 0
5万以上 54.5 45.5 0 0
10万以上 55.6 44.4 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 9.7 83.9 6.5 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 50.0 0 50.0 0
5万未満 25.0 75.0 0 0
5万以上 30.0 60.0 0 10.0
10万以上 27.3 72.7 0 0
30万以上 75.0 25.0 0 0
5万未満 11.1 80.0 8.9 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 37.5 62.5 0 0
30万以上 75.0 25.0 0 0
5万未満 5.3 89.5 5.3 0
5万以上 16.7 83.3 0 0
10万以上 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 10.0 80.0 5.0 5.0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0

特に関心は
ない

無回答

岐阜県

神奈川県

愛知県

県名 人口規模
別

何らかの体
制をとって

ある

体制をとる
には至らな

い

埼玉県

千葉県

東京都

京都府

奈良県

名
古
屋
圏

関
西
圏

大阪府

兵庫県

三重県

東
京
圏
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図表２’’自治体におけるＰＦＩに係る体制（県別人口規模別）（数字は％）

特に関心は
ない

無回答県名 人口規模
別

何らかの体
制をとって

ある

体制をとる
には至らな

い

5万未満 18.4 77.2 4.4 0
5万以上 28.6 71.4 0 0
10万以上 75.0 25.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 15.0 80.0 5 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 33.3 66.7 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 18.4 76.3 5.3 0
5万以上 60.0 40.0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 28.6 71.4 0 0
5万以上 75.0 25.0 0 0
10万以上 100.0 0.0 0 0
30万以上 100.0 0.0 0 0
5万未満 17.2 82.8 0 0
5万以上 66.7 33.3 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 6.8 84.1 9.1 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 50.0 50.0 0 0
5万未満 29.1 65.5 5.5 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 50.0 50.0 0 0
5万未満 3.2 79.0 17.7 0
5万以上 40.0 40.0 20.0 0
10万以上 66.7 33.3 0.0 0
30万以上 100.0 0 0.0 0
5万未満 6.5 89.1 4.3 0
5万以上 25.0 75.0 0 0
10万以上 42.9 42.9 14.3 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 8.9 80.0 11.1 0
5万以上 50.0 50.0 0 0
10万以上 60.0 40.0 0 0
30万以上 0 100.0 0 0
5万未満 19.4 80.6 0 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 7.7 84.6 7.7 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0

群馬県

山形県

青森県

岩手県

宮城県

福島県

茨城県

栃木県

秋田県

新潟県

山梨県
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図表２’’自治体におけるＰＦＩに係る体制（県別人口規模別）（数字は％）

特に関心は
ない

無回答県名 人口規模
別

何らかの体
制をとって

ある

体制をとる
には至らな

い

5万未満 22.4 73.1 4.5 0
5万以上 42.9 57.1 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 66.7 33.3 0 0
5万未満 22.0 78.0 0 0
5万以上 40.0 60.0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 66.7 0 0 33.3
5万未満 5.3 89.5 5.3 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 21.1 73.7 5.3 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 9.5 76.2 14.3 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 0 86.2 13.8 0
5万以上 25.0 75.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 6.7 83.3 10.0 0
5万以上 50.0 50.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 66.7 33.3 0 0
5万未満 15.0 75.0 10.0 0
5万以上 - - - -
10万以上 0 100.0 0 0
30万以上 - - - -
5万未満 16.7 73.3 10.0 0.0
5万以上 50.0 50.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 5.7 85.7 8.6 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 66.7 33.3 0 0
5万未満 4.5 88.6 6.8 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 60.0 20.0 20.0 0
5万未満 24.0 72.0 4.0 0.0
5万以上 - - - -
10万以上 25.0 75.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0

富山県

石川県

島根県

岡山県

静岡県

滋賀県

福井県

長野県

広島県

山口県

和歌山県

鳥取県
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図表２’’自治体におけるＰＦＩに係る体制（県別人口規模別）（数字は％）

特に関心は
ない

無回答県名 人口規模
別

何らかの体
制をとって

ある

体制をとる
には至らな

い

5万未満 0 96.3 3.7 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 5.3 89.5 5.3 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 5.1 92.3 2.6 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 50.0 50.0 0 0
30万以上 50.0 50.0 0 0
5万未満 10.7 82.1 7.1 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 4.3 83.0 12.8 0
5万以上 40.0 60.0 0 0
10万以上 33.3 66.7 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 24.0 68.0 8.0 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 10.2 77.6 12.2 0
5万以上 50.0 50.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 16.7 79.2 4.2 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 14.7 76.5 8.8 0
5万以上 0 100.0 0 0
10万以上 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 13.6 77.3 9.1 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 17.0 79.2 3.8 0
5万以上 33.3 66.7 0 0
10万以上 - - - -
30万以上 100.0 0 0 0
5万未満 14.3 71.4 14.3 0
5万以上 100.0 0 0 0
10万以上 100.0 0 0 0
30万以上 0 100.0 0 0

佐賀県

鹿児島県

大分県

宮崎県

徳島県

香川県

長崎県

熊本県

愛媛県

高知県

福岡県
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図表４’ＰＦＩの導入可能性について（県別）（数字は％）

県名 検討中、既に
導入

検討したが当
面活用せず

今後前向きに
検討

しばらく様子
を見たい

無回答

埼玉県 10.9 4.7 25.0 59.4 0

千葉県 14.0 1.8 10.5 73.7 0

東京都 24.5 4.1 20.4 51.0 0

神奈川県 27.6 3.4 31.0 37.9 0

岐阜県 5.0 1.7 13.3 80.0 0

愛知県 14.5 10.1 20.3 55.1 0

三重県 10.3 7.7 17.9 64.1 0

大阪府 17.2 0 17.2 65.5 0

兵庫県 13.6 6.8 18.6 61.0 0

京都府 7.1 3.6 14.3 75.0 0

奈良県 12.5 4.2 4.2 75.0 4.2

4.0 4.7 20.1 70.5 0.7

青森県 2.1 10.6 14.9 72.3 0

岩手県 4.4 2.2 26.7 66.7 0

宮城県 6.3 6.3 35.4 50.0 2.1

山形県 2.9 5.9 23.5 67.6 0

秋田県 0 2.1 12.5 85.4 0

福島県 6.8 1.7 18.6 71.2 1.7

新潟県 5.6 2.8 15.3 76.4 0

茨城県 3.2 3.2 22.6 71.0 0

群馬県 1.9 3.8 11.3 83.0 0

栃木県 0 5.0 22.5 72.5 0

山梨県 3.4 3.4 13.8 79.3 0

長野県 2.5 6.3 17.7 73.4 0

静岡県 9.1 7.3 16.4 67.3 0

石川県 4.3 0 17.4 73.9 4.3

福井県 16.7 0 20.8 62.5 0

富山県 4.0 4.0 36.0 52.0 4.0

滋賀県 11.4 2.9 0 85.7 0

和歌山県 0 2.9 11.4 82.9 2.9

鳥取県 14.3 0 0 85.7 0

島根県 9.1 3.0 24.2 63.6 0

岡山県 7.5 2.5 20.0 67.5 2.5

広島県 9.3 5.6 13.0 72.2 0

山口県 10.0 0 10.0 80.0 0

徳島県 3.3 3.3 10.0 83.3 0

香川県 7.7 3.8 19.2 69.2 0

愛媛県 0 2.2 15.6 82.2 0

高知県 3.3 3.3 23.3 70.0 0

福岡県 3.3 3.3 21.3 72.1 0

佐賀県 3.6 3.6 21.4 71.4 0

長崎県 1.9 0 19.2 78.8 0

熊本県 2.0 0 13.7 84.3 0

大分県 5.3 5.3 18.4 68.4 2.6

宮崎県 4.2 0 12.5 83.3 0

鹿児島県 3.5 3.5 33.3 59.6 0

0 3.1 28.1 62.5 6.3

東
京
圏

名
古
屋
圏

関
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国
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図表４’’ＰＦＩの導入可能性について（県別人口規模別）（数字は％）

県名 人口規模別 検討中、既
に導入

検討したが
当面活用せ

ず

今後前向き
に検討

しばらく様子
をみたい

無回答

5万未満 6.7 3.3 13.3 76.7 0

5万以上 5.6 11.1 33.3 50.0 0
10万以上 10.0 0 30.0 60.0 0
30万以上 50.0 0 50.0 0 0
5万未満 5.6 0 8.3 86.1 0
5万以上 10.0 10.0 20.0 60.0 0
10万以上 20.0 0 0 80.0 0
30万以上 66.7 0 16.7 16.7 0
5万未満 11.1 0 0 88.9 0
5万以上 14.3 14.3 14.3 57.1 0
10万以上 25.0 0 35.0 40.0 0
30万以上 38.5 7.7 15.4 38.5 0
5万未満 0 9.1 27.3 63.6 0
5万以上 0 0 50.0 50.0 0
10万以上 25.0 0 50.0 25.0 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 2.0 2.0 11.8 84.3 0
5万以上 20.0 0 20.0 60.0 0
10万以上 0 0 0 100.0 0
30万以上 50.0 0 50.0 0 0
5万未満 6.8 6.8 13.6 72.7 0
5万以上 18.2 27.3 18.2 36.4 0
10万以上 11.1 11.1 55.6 22.2 0
30万以上 80.0 0.0 20.0 0 0
5万未満 3.2 6.5 12.9 77.4 0
5万以上 0 50.0 50.0 0 0
10万以上 50.0 0 50.0 0 0
30万以上 50.0 0 0 50.0 0
5万未満 0 5.3 5.3 89.5 0
5万以上 0 0 33.3 66.7 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0.0 0 0 100.0 0
5万以上 20.0 0 20.0 60.0 0
10万以上 9.1 0 18.2 72.7 0
30万以上 50.0 0 25.0 25.0 0
5万未満 8.9 8.9 15.6 66.7 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 25.0 0 50.0 25.0 0
30万以上 50.0 0 0 50.0 0
5万未満 10.0 0 5.0 80.0 5.0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 50.0 0 0 50.0 0
30万以上 0 100.0 0 0 0

大阪府

兵庫県

京都府

奈良県

岐阜県

愛知県

三重県

東
京
圏

名
古
屋
圏

関
西
圏

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県
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図表４’’ＰＦＩの導入可能性について（県別人口規模別）（数字は％）

県名 人口規模別 検討中、既
に導入

検討したが
当面活用せ

ず

今後前向き
に検討

しばらく様子
をみたい

無回答

5万未満 2.9 4.4 19.9 72.8 0
5万以上 0 14.3 14.3 71.4 0
10万以上 25.0 0 25.0 25.0 25.0
30万以上 50.0 0 50 0 0
5万未満 0 7.5 17.5 75.0 0
5万以上 0 33.3 0 66.7 0
10万以上 33.3 0 0 66.7 0
30万以上 0 100.0 0 0 0
5万未満 2.6 2.6 15.8 78.9 0
5万以上 20.0 0 80.0 0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 0 7.1 33.3 57.1 2.4
5万以上 50.0 0 50.0 0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0 6.9 24.1 69.0 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0 0 6.8 93.2 0
5万以上 0 0 100.0 0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 0 50.0 50.0 0 0
5万未満 3.6 1.8 20.0 72.7 1.8
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 100.0 0 0 0 0
30万以上 50.0 0 0 50.0 0
5万未満 0 1.6 16.1 82.3 0
5万以上 0 20.0 20.0 60.0 0
10万以上 66.7 0 0 33.3 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 2.2 2.2 17.4 78.3 0
5万以上 0 12.5 25.0 62.5 0
10万以上 0 0 57.1 42.9 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0.0 4.4 6.7 88.9 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 20.0 0 40.0 40.0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 0 3.2 12.9 83.9 0
5万以上 0 20.0 20.0 60.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 0 3.8 15.4 80.8 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
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山梨県
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図表４’’ＰＦＩの導入可能性について（県別人口規模別）（数字は％）

県名 人口規模別 検討中、既
に導入

検討したが
当面活用せ

ず

今後前向き
に検討

しばらく様子
をみたい

無回答

5万未満 1.5 6.0 16.4 76.1 0
5万以上 0 14.3 14.3 71.4 0
10万以上 0 0 50.0 50.0 0
30万以上 33.3 0 33.3 33.3 0
5万未満 4.9 7.3 2.4 85.4 0
5万以上 20.0 20.0 40.0 20.0 0
10万以上 0 0 83.3 16.7 0
30万以上 66.7 0 33.3 0 0
5万未満 5.3 0 10.5 78.9 5.3
5万以上 0 0 0.0 100.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 5.3 0 21.1 73.7 0
5万以上 66.7 0 0 33.3 0
10万以上 100.0 0 0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 4.8 4.8 28.6 57.1 4.8
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 3.4 3.4 0 93.1 0
5万以上 50.0 0 0 50.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 50.0 0 0 50.0 0
5万未満 0 3.3 6.7 86.7 3.3
5万以上 0 0 50.0 50.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 0 0 33.3 66.7 0
5万未満 10.0 0 0 90.0 0
5万以上 - - - - -
10万以上 100.0 0 0 0 0
30万以上 - - - - -
5万未満 6.7 3.3 26.7 63.3 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0 2.9 22.9 71.4 2.9
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 6.8 2.3 11.4 79.5 0
5万以上 0 0 33.3 66.7 0
10万以上 50.0 0 0 50.0 0
30万以上 20.0 40.0 20.0 20.0 0
5万未満 8.0 0 4.0 88.0 0
5万以上 - - - - -
10万以上 25.0 0 25.0 50.0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
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図表４’’ＰＦＩの導入可能性について（県別人口規模別）（数字は％）

県名 人口規模別 検討中、既
に導入

検討したが
当面活用せ

ず

今後前向き
に検討

しばらく様子
をみたい

無回答

5万未満 0 3.7 7.4 88.9 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 100.0 0 0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 5.3 0 15.8 78.9 0
5万以上 0 25.0 25.0 50.0 0
10万以上 0 0 0 100.0 0
30万以上 50.0 0 50.0 0 0
5万未満 0 2.6 10.3 87.2 0
5万以上 0 0 50.0 50.0 0
10万以上 0 0 50.0 50.0 0
30万以上 0 0 50.0 50.0 0
5万未満 0 3.6 25.0 71.4 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 2.1 0 23.4 74.5 0
5万以上 0 20.0 10.0 70.0 0
10万以上 0 0 33.3 66.7 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0 4.0 20.0 76.0 0
5万以上 50.0 0 0 50.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 0 0 100.0 0 0
5万未満 0 0 20.4 79.6 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 2.1 0 14.6 83.3 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 0 0 0 100.0 0
5万未満 2.9 5.9 17.6 70.6 2.9
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 4.5 0 9.1 86.4 0
5万以上 0 0 100.0 0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 0 0 0 100.0 0
5万未満 1.9 3.8 35.8 58.5 0
5万以上 0 0 0 100.0 0
10万以上 - - - - -
30万以上 100.0 0 0 0 0
5万未満 0 3.6 21.4 67.9 7.1
5万以上 0 0 50.0 50.0 0
10万以上 0 0 100.0 0 0
30万以上 0 0 100.0 0 0
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図表１１’ＰＦＩ事業を検討している自治体の県別分布

県名 自治体数 割合（％）
埼玉県 3 8.3
千葉県 6 16.7
東京都 6 16.7
神奈川県 6 16.7
岐阜県 2 5.6
愛知県 8 22.2
三重県 2 5.6
大阪府 3 8.3
兵庫県 6 16.7
京都府 1 2.8
奈良県 1 2.8

3 8.3
青森県 1 2.8
岩手県 0 0
宮城県 2 5.6
山形県 0 0
秋田県 0 0
福島県 2 5.6
新潟県 2 5.6
茨城県 1 2.8
群馬県 1 2.8
栃木県 0 0
山梨県 0 0
長野県 1 2.8
静岡県 2 5.6
石川県 0 0
福井県 3 8.3
富山県 0 0
滋賀県 0 0
和歌山県 0 0
鳥取県 3 8.3
島根県 2 5.6
岡山県 0 0
広島県 4 11.1
山口県 2 5.6
徳島県 1 2.8
香川県 1 2.8
愛媛県 0 0
高知県 0 0
福岡県 1 2.8
佐賀県 1 2.8
長崎県 0 0
熊本県 1 2.8
大分県 1 2.8
宮崎県 0 0
鹿児島県 1 2.8
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